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◉表紙写真◉ "熊本地方では４月14日21時26分頃にマグニチュード6.5（最大震度７：前震）、16日１時25分頃にマグニ
 チュード7.3（最大震度７：本震）の地震が発生し、甚大な被害をもたらしました。
 現在、一日も早い地域の復興に向け、調査・復旧と一歩ずつ前へ踏み出しています。
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水と土 第178号 報文内容紹介

両筑平野用水における水路システムの改築について

井﨑　靖

　管水路区間については，主にオープンスタンド型の分水工が採用さ
れているものの，本地区の特徴として，水源の有効活用の観点から間
断かんがいの実施や，スタンド分水工の構造上の特性などから複雑な
操作が必要となっており，用水の管理ロスが発生する等の課題も生じ
ている。 本稿では，現在実施している二期事業においてこれらの課題
を踏まえた施設改築を実施しているので，その技術敵事項について報
告するものである。
 （水と土　第178号　2016　P. ８　設・施）

赤川頭首工ゲート更新工事の施工事例について

金内浩一・工藤　衛・能登　薫・豊田裕介・大崎浩二

　赤川頭首工は，山形県鶴岡市に位置し，水田約10,050haにかんがい
用水を供給する基幹水利施設である。
　昭和46年の完成後から定期的な整備補修を実施してきたが，ゲー
ト設備の老朽化が進み様々な障害が発生してきたことから，二期事
業（H22～H30）により施設の改修を行っている。本報では，土砂吐
ゲート及び洪水吐ゲートについて，現場での塗装塗替及び部品交換を
実施した際の仮設工法や採用工法について紹介する。  
 （水と土　第178号　2016　P.18　設・施）

明治幹線水路西井筋液状化対策の
基本的な考え方について

林　静二

　本稿では，平成26年度に事業着手し国営総合防災事業の大規模地震
対策型として実施している，矢作川総合第二期農地防災事業の耐震化
対策の一環となる，明治幹線水路西井筋で実施する液状化対策の基本
的な考え方について，報告するものである。
 （水と土　第178号　2016　P.28　設・施）

本郷排水機場改修における工事施工計画について
−新旧機場の切り替えに係る留意点−

鳥海昌彦・根田聖児・山崎博伸

　かんがい排水事業美女地区では，前歴事業により整備された本郷排
水機場の改修を行っているところであり，排水機場の新設工事期間中
に既設排水機場の稼働が想定されることから，既設排水機場の運転に
支障のない工事計画を検討し，施工する必要があった。
　本報では，既設排水機場の稼働を想定した工事計画に加えて，新旧
排水機場の切り替えに係る工事工程上の留意点について報告する。
 （水と土　第178号　2016　P.40　設・施）

グアテマラにおける水圧吸引式浚渫機を使用した
凝集性土砂の排砂事例

愛宕徳行

　国内のダムでは，堆砂の進行が計画で想定した以上に進んでいる
ケースが確認されており，適切な対策を講じる必要が生じている。ダ
ムの堆砂問題については国際的にも関心が高く，世界のダム技術者・
研究者が技術的な課題について情報交換や討議を行う国際大ダム会議
（International Commission on Large Dams : ICOLD）では貯水池堆
砂委員会が設置され検討が行われている。本稿では，同会議の第25回
大会において報告された論文のうち，水圧吸引式浚渫機を使用して凝
集性土砂を低コストで排砂したグアテマラの事例を紹介する。
 （水と土　第178号　2016　P.13　設・施）

周辺環境及び維持管理に配慮した
水路構造物の設計施工事例

岩本智裕

　地域用水である瀬戸川左岸幹線水路は，地域用水機能（防火用水，
景観）を有しているが，造成から40年以上が経過し，目地からの漏水
など施設の劣化が進んでいる。そのため，水路の改修を行うことで地
域用水機能の維持・増進を図るために改修を行った。改修に際して，
景観・親水機能及び維持管理等を考慮した対策を実施事例を紹介す
る。
 （水と土　第178号　2016　P.24　設・施）

排水トンネルにおける坑口構造の設計・施工事例

溝手宗二

　直轄地すべり対策事業「高瀬地区」は，農林水産省が高知県吾川郡
仁淀川町高瀬地内の地すべり防止区域71.9haを対象に地すべり防止対
策を実施するものである。本報では，事業の中で抑制工に位置づけら
れているＤ２号排水トンネルにおける坑口構造の設計・施工事例を報
告する。
 （水と土　第178号　2016　P.33　設・施）

クラピア吹付緑化工法について

福田　淳・河田直美

　堤防や用排水路法面等で雑草が繁茂すると法面に発生する亀裂や滑
り等を発見し難いため，毎年，高額の費用をかけて除草している。用
排水路等の管理者にとって，その除草費用の低減が課題となってい
る。除草費用を低減する技術として，雑草を抑制する効果を持ち，セ
メント系固化材で地盤強度を高めたアルカリ性土壌でも生育する緑化
植物「クラピア」を植栽する「クラピア吹付緑化工法」について報告
する。
 （水と土　第178号　2016　P.45　設・施）
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国営造成農業用ダムにおける地震計システムの整備

北谷康典・黒田清一郎

　農業用ダムの安全管理上はもとより，安全性評価を推進する上で
も，地震発生時の動的挙動の実態把握は不可欠であり，今後の耐震設
計手法の高度化を図るためにも，地震計の観測記録データ（以下「地
震動データ」という。）の集積や，地震動データを活用した被災ダムに
関する評価・分析が重要である。
　本報では，地震動データ取得においてこれまで生じていた課題や現
在の地震計設置の考え方を整理し，それらを踏まえ，大規模地震時も
想定した今後の農業用ダムにおける地震計観測記録の整理・管理手法
および保存・集約手法，さらに全国統一的に運用していくための体制
整備の確立に向けた検討状況を報告する。
 （水と土　第178号　2016　P.51　企・計）

<技術情報紹介>

無機系被覆工の付着強度試験に関する一考察

浅野　勇

　無機系被覆工は摩擦劣化等が進んだ開水路の主要な補修工法の一つ
である。本報では，被覆工の付着強度試験持つ物理的な意味と試験値
の評価方法について，破断状況と付着強度をセットにした評価を行う
ことを着眼点とした考察を行った。
 （水と土　第178号　2016　P.56）
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１．Web 検索サービスの開始

　農業土木技術研究会の会員サービスの一環として，平成20年6月よりWeb上で「水と土」の検索サービスを行っ
ております。平成28年7月現在，第1号（昭和45年）から第171号までの各号を検索・閲覧することができます。

２．アクセス

　全国農村振興技術連盟のホームページ（http://www.n-renmei.jp/）の「水と土」のコーナーから，もしくは直
接，検索サービスページ（http://mizutotuti.jp/）を開いて下さい（図−1）。
　以下のトップ画面の「ログイン」をクリックし，ユーザー名（U）及びパスワード（P）を入力（図−2）して
「OK」をクリックすれば，検索画面（図−3）が立ち上がります。
　なお，パスワード等は，不定期に変更する場合がありますので，入力する際は最新号をご覧下さい。

会員向けに「水と土」のWeb検索サービスについて

図−1

図−2
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３．検索

⑴一覧からの選択
　一覧の「図書名」をクリックすると当該号が全てPDFファイルで表示されます。
　また，「目次」をクリックすると，当該号の目次が表示されます。
⑵全文検索
　目次内検索をクリックすると「目次内全文検索」の画面が立ち上がります（図−4）。
　ここでは，全文検索機能を使い，各号「水と土」の目次内にあるキーワードを手がかりに，自分が探したい報文
などの抽出を行います。
　検索方法は以下のとおりです。

図−3

図−4
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　①単一単語検索
　　調べたい単語を一つ指定するだけのもっとも基本的な検索手法です。
　　　例：ダム
　②AND検索
　　 ある単語とある単語の両方を含む文書を検索します。検索結果を絞り込むのに有効です。3つ以上の単語を指

定することも可能です。単語と単語の間に and を挿みます。
　　　例：ダム and 工法
　　andは省略できます。単語を空白で区切って羅列するとそれらの語すべてを含む文書をAND検索します。
　③OR検索
　　 ある単語とある単語のどちらかを含む文書を検索します。3つ以上の単語を指定することも可能です。単語と

単語の間に or を挿みます。
　　　例：ダム or 工法
　④NOT検索
　　 ある単語を含み，ある単語を含まない文書を検索します。3つ以上の単語を指定することも可能です。単語と

単語の間に not を挿みます。
　　　例：ダム not 工法

４．会員申し込み

　トップページの「入会の申し込みはこちらから」をクリックすると入会案内・手続きのページが表示されます。
　ここでは，入会申込みフォームを使ってWeb上での入会申し込みが出来るほか，FAX・郵便用の申込用紙をダウ
ンロードすることが出来ます（PDFファイル）。

図−5
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　本稿では，前任地である九州農政局大野川上流農業水利事業所在籍中のことを記述しますが，当地は本年４月中
旬からの熊本地震により甚大な被害を受けています。先ずはこの場をお借りしてお見舞いを申し上げるとともに，
早期の復旧・復興を祈念します。

　現在，全国津々浦々で地方創生の様々な取り組みが行われている。
　当事業の受益市町である大分県竹田市，熊本県阿蘇市，産山村でもそれぞれ地方版「総合戦略」が策定され，取
り組みが行われている。
　これらの市村においても，例に漏れず，人口減少や高齢化により，地域の活力が失われつつあり，この状況に歯
止めを掛けることが喫緊の課題となっている。
　竹田市長や産山村長と度々，地域の農業振興や地域活性化について率直に意見交換する機会があった。
　首長からは，異口同音に，日本全体の人口が減少する中で，住民が生活していくために必要最低限のサービスを
持続的に享受できるシステムの構築が不可欠であり，これに対して，限られた財源を「選択」と「集中」により如
何に投入していくのかが悩みの種である，という主旨の反応があった。
　これまで様々な計画を策定しながらも必ずしも計画どおりに進まなかったが，今回の「総合戦略」の策定に当たっ
て，それぞれの市村は人口減少という現実を受け入れつつも地域社会を如何に存続させるかに主眼が置かれており，
この点がこれまでの計画と趣を異にしていると感じている。
　大分県竹田市においては，地域資源（温泉，米，野菜，カボス，豊後牛など）のブランド化や交流人口の拡大（「地
域おこし隊」の導入等）による農村回帰の推進と都市機能の高度化による地域の維持を目指しており，一方，熊本
県産山村においては，地域資源（草原，野菜，熊本あか牛など）の高度活用と観光を契機とした定住促進による地
域の維持を目指している。
　平成 27 年国勢調査の速報値によると，我が国の人口は，この５年間で約 95 万人減少し，全国 1,719 市町村のう
ち８割以上の市町村で人口減少が進んでおり，人口が５％以上減少した市町村は，その半数を占める状況となって
いる。
　この調査データは，ごく一部の都市にさらに人口が集中し，我々が施策の対象とする農山村地域の市町村では人
口が大きく減少していることを如実に示している。
　また，大分県竹田市の状況をみると，この５年間で市全体で 8.5％の人口減少が生じているが，市内各地区のばら
つきが大きい。例えば，大野川上流農業水利事業の受益地の多くを占める荻地区（旧荻町）では 3.7％の人口減少に
とどまっている。これについて市長に伺うと，荻地区では昭和 50 年代からほ場整備事業が積極的に推進され，併せ
て幅員が大きい基幹的な道路も整備されている。加えて，新規作物（トマト）の導入が軌道に乗り，とまと学校（戦
略的産地振興事業により設置した施設を新規就農者研修施設として活用）が設立されたこともあって，地区外から
の新規就農者の移住も増えている，とのことである。
　この事例だけで基盤整備が，農山村地域における市町村の地方創生の必要条件であるとまでは言わないが，基盤
の条件が比較優位であれば，新たな担い手（新規就農者，企業系法人）の参入が見込める可能性が高くなることは
確かであり，それが延いては地域の維持・存続に寄与できるのではないかと考えている。
　そういう意味では基盤整備は非常に重要であるが，その他の施策との相乗効果により農業振興が図られることが
必要である。我々，農村振興技術者は，基盤整備（ハード）だけでなく，関連施策（ソフト）も所管しており，こ
の双方を駆使して地方創生に寄与できるのではないかと考えている。
　また，調査地区も含めて，我々の組織の出先機関（建設事業所，調査管理事務所等）が所管する事業受益地区の
市町村の多くは地方創生に向けて悪戦苦闘している。
　我々が所管する基盤整備の効果を早期に発揮させるためには，出先機関の長などが関係市町村の農政や地域活性
化のアドバイザーになるような気位で地域に入り込んで，市町村の首長や職員と積極的に意見交換を行い，地域の
ために大いに汗をかくことが求められているのではないだろうか。

【巻頭文】

地方の奮闘と農業農村整備事業

田　中　久　二＊

 （Hisatsugu TANAKA）

　＊関東農政局地方参事官（各省調整）
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という。）においては，既存の水路システムを含めた
施設の改築を実施している。
　本稿では，両筑平野用水における水路システムのう
ち，とりわけ多くの課題が生じている管水路部につい
て，その見直しを前提とした施設改築に関する技術的
事項について報告するものである。

２．両筑平野用水二期事業の概要

　両筑平野用水二期事業は，｢老朽化した施設の改築・
更新｣ を実施するほか ｢水路システムの改良｣ 及び ｢
水管理システムの導入｣ を実施している。その目的は
以下のとおりである。
　①  ｢老朽化した施設の改築・更新｣により施設の安

全性を回復させ，長寿命化を図る。
　②  ｢水路システムの改良｣の一環として調整水槽を

新設するとともに，スタンド分水工を改築し，き
め細やかな配水への対応を行い，水資源の有効活
用及び用水の安定供給を図る。

　③  ｢水管理システムの導入｣により，施設を遠方監
視制御し，配水の迅速化，操作の効率化を図り，
遠方監視することにより緊急時の早急な対応を可
能とする。

▪事業内容
【共用施設】
　水源施設 江川ダム利水放流施設改築 １式
　導水路 寺内・三奈木導水路改築 約 4.2km
　頭首工 女男石頭首工改築 １式
　水管理施設 水管理用制御処理設備更新等 １式

【農業専用施設】
　頭首工 甘木橋頭首工改築 １式
　幹支線水路 水路改築 約 21.5km
　水管理施設 水管理システム新設 １式
▪工　期 平成 17 年度～平成 29 年度
▪事業費 210 億円（変更なし）

１．はじめに

　両筑平野用水施設は，昭和 50 年の管理開始以来，
肥沃な農業地帯である両筑平野地域へ農業用水を補給
し食糧供給基盤を支える施設としての機能や，福岡・
佐賀両県内の生活用水や朝倉市（旧甘木市）工業用水
を供給する重要なライフラインとしての機能を果たし
てきた。

　このうち農業用水施設については，老朽化による機
能低下が進行するとともに，営農形態の変化による水
利用時期の集中化，また，現行の水路システムにおけ
る構造的特性や両筑平野地域特有の間断かんがいによ
る水運用が相まって，より複雑且つきめ細やかな対応
が求められる等，配水操作を実施するうえでの課題が
生じている。
　このため，両筑平野用水二期事業（以下「二期事業」

【報　文】

目　　次

両筑平野用水における水路システムの改築について
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５．改築後の効果検証  …………………………… 12
６．おわりに  ……………………………………… 12

１．はじめに  ……………………………………… ８
２．両筑平野用水二期事業の概要  ……………… ８
３．現行システムの配水管理における課題  …… ９

　　＊ 水資源機構　監査室長補佐
　　　 （Tel．048−600−6591）
　　　 両筑平野用水総合事業所　調査設計課長

図−１　両筑平野用水位置図
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３．２　空気連行による通水障害
　管水路部は，スタンド型分水工を有するオープンタ
イプパイプラインシステムとなっているものの，その
分水工は，図−３に示すとおり，管路呑口部における
自由水面からの空気吸込みを防止するためのシール高
が不足した構造である。
　そのため，流量減少時において，管内に空気を吸い
込む事態が発生し，通水障害やエアハンマーによる管
体の破損等が危惧される構造となっている。

３．３　営農形態等の変化に即した配水管理の複雑化
　本地域では，営農形態の変化や水利用時期の集中化
により，以前に増してよりきめ細やかな対応が求めら
れているが，その配水操作は，広域な管理範囲且つ管
路主体の水路システムにもかかわらず，遠方からの監
視・制御設備が未整備であるため，各幹支線への流量
配分は，これまで培ってきた経験や感覚を頼りに水到
達時間を推定して機側による操作を行っている。
　そのため，現状の水管理設備では，広域な管理区域
の下，営農形態等の変化に即した効率的且つ効果的な
配水管理に支障を来たすとともに，施設異常発生時に
おいても迅速な対応が困難な状況である。
３．４　間断かんがいによる通水切替操作
　両筑平野用水地域では，限られた水源を有効に活用
するため，稲の中干し後の水管理特性を利用した間断
かんがいによる配水操作を実施している。この間断か
んがいは，農業用水の受益地域を２ブロックに分類し，
作物の生育状況や天候，江川ダムの貯水容量に応じて，
通水期間と断水期間を定めて交互に運用するものであ
る（図−４）。
　間断かんがいの実施にあたっては，各幹線及び支線
における通水の切替操作が必要となるが，現行のスタ
ンド型分水工においては，その構造特性より，間断か
んがいの切替操作時や降雨時等の通水停止時におい
て，管内の水が下流に抜け（図−５），無効放流が生
じるとともに，通水再開時においても管内への再充水

３．現行水路システムの配水管理における課題

３．１　現行の分水工管理における複雑な操作
　現在の水路システムは，山間部を通るトンネルとフ
リューム水路の開水路系と平野部のヒューム管を主体
とした管水路系の異なる搬送速度を有する複合水路系
で構成されている。

　また，幹線水路管水路部における分水は，分水水槽
を持つスタンド型分水工が主体であるものの，その構
造は，図−３に示すとおり，水槽内の中央隔壁底部に
設けたゲートを開閉し，アンダーフローにより幹線水
路及び分水量の流量調整を行う特性を有しており，こ
の特性が，分水工相互間の流量に干渉し，流量変更の
度に上下流の分水工まで開度調整が必要となる等，複
雑な配水操作を助長する要因となっている。
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図−２　両筑平野用水施設概要図

写真−１　改築前のスタンド分水工

図−３　改築前のスタンド分水工断面模式図
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に留めたオーバーフロースタンド型分水工による改築
を基本として，幹線水路を水の流れに順応した単純な
システムへ改築することとした。

　なお，オーバーフロー化に伴い，スタンド分水を適
正規模に見直す必要がある。特に下流水槽については
下流管径の４～５倍の水槽長とし，空気連行等の障害
に配慮する必要がある。また，分水量の調整について
は，原則オーバーフローとし，幹線流量が減少する間
断かんがい時等に計画分水量を分水出来るように分水
槽側隔壁上部に設置した分水用ゲートを引き下げて調
節可能な構造とした。これらの見直しにより，現行管
水路区間において発生している分水工相互間の干渉作
用が抑制可能となり，これまでの複雑な配水操作の負
担軽減が期待できる。
　また，オーバーフロースタンド型分水工への改築に
伴い，水槽内に設置された隔壁からの落水音が懸念さ
れたことから，メンテナンス用の開口部に鋼製防音蓋
を設置する防音対策（写真−２）を実施した。

４．２　シール高確保による通水障害の解消
　管水路部では，必要シール高が不足しているため，
空気連行による通水障害やエアハンマーによる管体へ
の破損等が危惧される状況である。
　そのため，前述のオーバーフロースタンド型分水工

が必要なため，無効放流及び再充水に伴う管理ロスが
発生している。

４．水路システムの再構築と施設改築

　これまで述べてきたとおり，現行の管水路区間では，
①流量調整時における分水工相互間の干渉に伴う複雑
な配水操作②シール高不足による通水障害③営農形態
等の変化に即した配水管理への支障④間断かんがい等
による管理ロスの発生が課題となっている。
　そのため，二期事業における水路システム改築にあ
たっては，これらの課題を解消しつつ，配水操作を的
確且つ安定的に行うことで，適切な配水による効率的
な水利用が実施可能な水管理システムを導入した，よ
り簡素な水路システムを構築することを基本として施
設改築を実施するものである。
４．１　水路システムの見直し
　現行の水路システムは，スタンド型分水工に設置さ
れている複数のアンダーゲートを調節しながら幹線流
量および分水量をコントロールする必要があることか
ら，流量変更時には上下流の分水工相互間の圧力変動
に干渉されやすい構造となっている。
　そのため，管水路部におけるスタンド分水工につい
ては，アンダーフローによるゲート操作を必要最小限

図−４　間断かんがいブロック（三輪立石幹支線）

図−５　スタンド分水工断面模式図（改築前送水停止時）

図−６　スタンド分水工平面模式図の一例

写真−２　鋼製防音蓋の設置状況
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　営農形態の変化や水利用時期の集中化が進んでいる
本地域において，新たな水管理システムの導入は，広
域な管理区域を限られた管理体制の下，よりきめ細や
かな配水操作を効率的且つ効果的に実現する事が可能
となるとともに，異常発生時（分水工溢水等）のリス
ク管理等の効果が期待できる。

への改築に併せて，スタンド分水工の嵩上げ等により
各分水工地点での管路呑口部における必要シール高を
確保した構造へ改築する（図−７）。

４．３　切替操作時等の管理ロスの軽減
　前述のオーバーフロースタンド型分水工への改築に
より，通水停止時においても管内の水が全て下流に抜
けることが無くなることから，間断かんがい時の切替
操作や降雨時等の通水停止時における管理ロスについ
ては，軽減されることが期待できる（図−８）。

４．４　配水管理改善に向けた水管理システムの導入
　水管理システムの導入にあたっては，水路システム
の見直しによる煩雑なゲート等操作を改善した上で，
分水工施設と一体的に整備することが重要である。ま
た，導入する水管理システムについては，現行の管理
形態を踏まえ，将来的な維持管理費の軽減に資するべ
く，水管理機器の設置は極力抑え，操作は遠方手動操
作（一部自動制御を含む）の簡易なレベルを基本とし
た。
　遠方監視制御の対象施設は，表−１を基本として選
定し，間断かんがいによる切替操作地点や基幹的な分
水操作地点等に流量調整設備を設置すると共に，これ
らを制御するために必要な水位計及び流量計等の監視
設備を整備する計画である。

図−７　スタンド分水工断面模式図（改築後送水時）

図−８　スタンド分水工断面模式図（通水停止時）

写真−４　流量監視設備

表−１

写真−３　分水調整ゲートの遠方監視制御設備
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５．３　水管理システム整備後の効果検証
　水管理設備については，平成 28 年度からの段階的
な試験運用を目指し，順次整備を進めている。
　試験運用では，機器及びソフトウェアの正常な機能
確認として，①演算処理後の流量と実流量の乖離②遠
方との送受信確認（データ・制御）③異常時における
警報・通報の検知④制御設備の安全装置の動作確認等
について，検証することとなる。

６．おわりに

　二期事業の現在の進捗については，平成 17 年度の
着工以降，水源施設，頭首工及び幹支線水路の改築工
事の進捗を図り，平成 28 年度かんがい期スタートま
でに主要施設の改築は概ね完了する予定である。
　また，今回報告したスタンド分水工の改築を含め水
路システムの改築が完了した区間では，概ね従前の課
題となっていた煩雑な操作や切り替え操作による管理
ロスが是正され一定の効果が確認出来たと考えている。
　今後は，平成 29 年度の事業完了に向けて，水管理
システム等の整備の進捗を図るとともに，完了施設の
試験運用を通して，不具合等の是正や，委託管理者へ
の操作習熟を図っていく予定である。
　最後に，二期事業の実施に当たり，ご理解とご協力
をいただいた，県，市町，土地改良区をはじめ多くの
関係機関，関係者の皆様に深く感謝を申し上げるとと
もに，引き続き両筑平野用水施設が本地域に有益な効
果を持続的に果せるようご指導をお願いしたい。

５．改築後の効果検証

５．１　オーバーフロースタンド分水工改築による効果
　一部の幹線区間においては，改築後の施設による配
水管理を行っており，委託管理者の配水操作にも同行
して操作上の改善効果や不具合の有無等を確認した。
　委託管理者からは，これまでの分水工相互間の干渉
により生じていた複雑な配水操作は解消され，その操
作頻度も減少しているとした結果が確認された。
５．２　水路システムの検証
　水路システムの検証にあたっては，簡易水位計を主
要地点に設け，通水障害が生じること無く，送水され
ていることを確認した。水位計による観測結果の一例
を図−９に示す。

　上流水槽水位は，隔壁標高より上位標高で安定して
おり，オーバーフローによる送水が確認される。また，
下流水槽水位は，必要シール高が確保された水位で安
定しており，空気連行等の水理異常が生じていないこ
とが確認された。
　委託管理者からは，間断かんがいによる切替操作時
等に発生していた管理ロスについても概ね解消され，
とりわけ，管内の再充水については，短縮された結果
が確認された。

図−9　水位計観測データ（上下流水槽水位）

写真−５　隔壁からの越流状況（スタンド分水工内）

写真−６　設置が完了した水管理システム（親局）

写真−７　写真−１のスタンド分水工の改築後
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ダムの堆砂についての技術が注目されている。

３．日本国内におけるダムの堆砂問題と対策

　日本国内では，国営造成農業用ダムのうち２ダムで
堆砂の進行により農業用水の取水に影響がでたケース
や計画の 3.5 倍のスピードで堆砂が進行しているケー
スが確認されている３），４）。平成 26 年度には会計検査
院が調査対象とした国土交通省及び道府県管理の 211
ダムのうち，20 ダムで計画年数（一般には 100 年）が
経過していないにもかかわらず，堆砂量が既に設計堆
砂量を上回っていることが確認されている５）。このよ
うに，一部の地域では堆砂の進行が計画で見込んだも
のよりも上回っており，適切な対策を講じる必要が生
じている。
　一般に，貯水池の土砂管理方策は，１）貯水池への
流入土砂の軽減対策，２）貯水池へ流入する土砂その
ものを通過させる対策，３）貯水池に堆積した土砂の
排除の３方法に分類される６）。この分類に応じた具体
的な排砂方法を表−１に示す。

　これらの対策のうち，排砂バイパスやフラッシング
等の本格的な土砂管理には，土砂を排出・輸送するた

１．はじめに

　国際大ダム会議（International Commissionon Large 
Dams:ICOLD）は，ダムとその附帯施設の計画，設計，
維持管理技術を進歩させること目的として，1928 年（昭
和３年）に設立され，ダム工学の知識と経験を交流す
る場として年次例会を毎年開催するとともに，３年に
１回開催される大会において，ダムの技術的課題につ
いての討論会が行われている。1960 年代後半からは，
ダムの安全，古いダムの見直し，劣化や環境への影響
などの課題に重点が移行している１）。筆者は，2015 年

（平成 27 年）にノルウェー・スタバンゲルで開催され
た第 25 回大会及び第 83 回年次例会に出席し，世界の
ダム事業・技術の最新動向に直接接することが出来た。
本稿では，国際大ダム会議加盟各国から提出された最
新論文のうち，日本でも高い関心のあるダムの排砂技
術に関するグアテマラの事例を紹介する。

２．国際大ダム会議における堆砂問題の検討

　国際大ダム会議では，ダムの設計，施工，保守およ
び運用に関する技術について各種委員会を設置し，調
査研究を行っており，その成果は小冊子（Bulletin）
として取りまとめられ，会員に公開されている。22 の
委員会の中の一つに貯水池堆砂委員会が設置されてお
り，ダムの堆砂問題は国際的にも関心が高い。同委員
会では来年４月の完成に向けて小冊子を作成中であ
り，貯水池土砂管理に関する事例研究の章において，
日本から黒部川における総合土砂管理，美和ダムにお
ける恒久堆砂対策，下久保ダムにおける土砂掃流試験
などを紹介している２）。また，新たなテーマに浚渫管
理や堆砂除去技術に関するレビューが提案されるなど

【報　文】
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表−１　堆砂対策の分類
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を通って発電所へ送水される。さらに水は下流で出力
規模 13MW のモンテクリスト第２発電所でも利用さ
れ，発電所施設全体では合計 60MW の出力となる。
　サマラ川では，流域内の営農作業に起因する土壌浸
食や熱帯性豪雨により不安定な斜面で頻繁に地滑りが
生じることにより，土砂の負荷を受けている。頭首工
に設置されている土砂流入防止装置は機能している
が，小粒径の土砂がトンネルを通って下流に運ばれ，
貯水池に沈殿する。貯水池は下流に対する砂除去の役
割を果たすが，土砂を除去する効率的なシステムがな
い状況にある。貯水池に溜まる土砂は大部分がシルト
と粘土であるため凝集性が高く，貯水池の水位が低下
するたびに土砂が固まり，取り除くことが困難になる。
年間約 50,000m3 の土砂が貯水池に流入すると推計され
ており，2010 年 11 月には，貯水池の 60％が土砂で埋
まり，最大貯水量が大幅に減少した。
４．２　過去の排砂対策
　貯水池は底樋がなく，600mm の排水管が設置され
ているが，土砂の除去効果は管の先端から数 m 程度
に限られる。重機による除去は，貯水池にアクセス道
路がないことと脆性のプラスチック製ライニングがあ
ることにより使用が禁止されているため，実施が不可
能である。プラスチック製ライニングを覆うように貯
水池全体にコンクリートスラブを設置して重機により
土砂を除去することも検討されたが，最終的には従来
型の浚渫機を使用することとした。2007 年に表−２に
示す仕様の浚渫機２基を利用して実施した。

　数年間これらの浚渫機を運用したが，浚渫量は堆積
速度に追いついていないため，相殺すると常にマイナ
スとなり，将来的な見通しが立たないことが判明した。
また，浚渫機からの流出水は土砂の含有が低濃度であ
ることから，大量の真水を消費することとなり，その
量は中規模の発電所の利用水量に相当する量となる。
さらに，浚渫作業にはディーゼルと電力を使用するた
め高コスト構造となっている。これらのことから，施
設管理者は貯水池から土砂を除去するための効率的な
新技術を検討した。目標としては，①確実な土砂の除
去が出来ること，②除去量が土砂堆積速度を上回るこ
と（当初は年間 50,000m3 を見積もる），③初期及び運

めに流水を用いなければならないことに留意する必要
がある。このため，次に示す二式を参考にダムの特性
を踏まえた土砂管理手法を検討することが必要である
とされている６）。
　貯水池寿命＝ CAP ／ MAS　　　　　…（１）
　１／貯水池回転率＝ CAP ／ MAR　　…（２）
　ここに，CAP：貯水池容量，MAS：平均年間土砂
流入量，MAR：平均年間流入量

　角哲也京都大学教授が日本における代表的な貯水池
土砂管理事例について，上述のパラメータを用いて整
理している（図−１）。この図から，CAP ／ MAR の
増加（貯水池回転率の減少）に伴って，おおむねフラッ
シング排砂，排砂バイパス，貯砂ダム，掘削・浚渫の
順に変化していることが確認できる。これは土砂管理
対策が，主に対策が使用できる水量に大きく依存して
いることを示すものである。今回紹介するグアテマラ
の事例は，サイホンの原理を用いた水圧吸引土砂排除
に区分されるものである。

４．グアテマラにおける堆砂対策の事例

４．１　エルカナダ発電所の概要
　グアテマラ西部に位置するエルカナダ発電所は，
2003 年 11 月に運転を開始した最大出力 47MW の発電
所である。発電所はサマラ川の水を利用しているが，
周辺に火山があり浸食も激しいため土砂の運搬量が非
常に多い河川である。標高 1,419.5m の地点でサマラ川
からゴム堰製の頭首工により毎秒 15m3 の水を取り込
んでいる。さらに下流へ行くと 1.2km のトンネルが貯
水池へ通じている。貯水池は河川の本流外へ設置され
ており，有効貯水量 184 千 m3 で最大出力電力を４時
間発電する能力がある。貯水池の水位の変動は８m で
底部と貯水池斜面には脆性のプラスチック製材料でラ
イニングが施されている。貯水池から取り込まれる水
は全長 2.4km，水頭 400m，直径 1.8 ～ 2.15m の導水管

図−１　日本における貯水池土砂管理対策事例７）

表−２　過去の排砂対策で使用した浚渫機
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2012 年１月から運転が開始された。浚渫機の内容は下
記の通りである。
　1）吸引口の操作用浮き台
　2） ノルウェーの民間会社が開発した吸引口（特許

取得済）
　3） 圧密凝集した土砂を分解するのに必要な水噴射

システム
　4） 直径 250 ～ 300mm の可動式吸引管と固定式吸引

管の併用
　10”/12”浚渫機による吸引はサイホン形式による
重力を動力としている。このため，管内にスクリュー
などの制限がなく，残屑や石による閉塞を防止できる。
凝集性のある土砂は，強力な水噴射システムで分解し，
240mm 以下の大型粒子や残屑などの物質を確実に除
去できる。吸引口は閉塞することがないよう土砂堆積
物の上に立てて設置し，継続的な稼働を確保する。
　なお，噴射ポンプ，電動滑車，照明器具などの補助
部品のための電気設備が必要となる。
　浚渫機の導入に当たり，現地受け入れ試験が義務づ
けられた。試験は 2012 年１月に実施され，表−３の
結果が得られた。
　但し，特定の瞬間には，最大処理能力が毎時 270m3，
最大土砂濃度 27％の最大値を計測したこともあった。
　最大時の結果は記載された仕様よりも約３倍高い結
果となった。性能パラメータの検証は３か月ごとに行

用コストが最も低いものの３点を上げた。
４．３　水圧吸引式浚渫機の導入
　2011 年４月，施設管理者は民間会社の水圧吸引式
浚渫システムの導入を決定した（図−２参照）。外部
の動力源を必要とせず，サイホン形式により重力を
利用して吸引を行うもので，浚渫機は貯水池に既存の
600mm の排水管に接続することとなった（図−３参
照）。
　最初の手順の一つが既設の 600mm の排水管に接続
するバイパス管の設置であった。バイパス管の設置に
は，土砂の浚渫を行うことと，他の期間は貯水池の排
水を行い本来の機能を維持するという２つの目的があ
る。バイパス管のそれぞれの支管には調整弁を設置し
た。これらの管の設置には，数日間貯水池の水位を低
下させる必要があった。両方の弁には延長ロッドをつ
けて，最高制限水位（HRWL）より上にダム堤体から
設置したデッキにより作業が可能となるようにした。
　バイパス管と弁が設置された後，浚渫機が設置され，

図−２　グアテマラのエルカナダ水力発電所に設置した浚渫機の断面図

図−３　既存排水管へのバイパス管接続作業

表−３　浚渫機の試験結果
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た，発電所の環境認証に関する課題でもあるディーゼ
ルに関して貯水池内での使用を削減することもでき
た。
４．４　処理能力と稼働率の検証
　エルカナダ水力発電所で同浚渫機を稼働させてから
ほぼ３年が経ち，有益な情報を収集してまとめた。発
電所の電力生産という面で大きな恩恵が得られた。使
用者が定期的にチェックすべき二大重要要素は装置の
処理能力と信頼性である。公式には四半期ごとに検証
を行うことになっているが，より詳細な追加検証とし
て毎日の濃度測定も実施している。使用者の仕様最小
値よりも浚渫機の実際の能力の方が大幅に上回ってい
る。主な結果を表−４に示す。

われている。さらに，土砂濃度を確認するために毎日
サンプルを採取している。運用から１か月後には保守
管理を目的とする貯水池の水位低下を実施し，浚渫機
により既に相当な量の土砂を除去できていることが
明らかとなった（図−５参照）。2012 年１月～６月ま
での期間（６か月間），貯水池から 120,000m3 以上の
土砂を除去できたものと推定され，月間平均処理量
20,000m3 となる。平均で年間土砂流入量は 50,000m3

程度と推計されていることを考えると，これは目覚ま
しい成果である。
　本水力発電所では，同浚渫機が水中で運転できるこ
とから，既存の電動浚渫機は撤去して，保守管理用と
して陸上に設置した。数か月後，ディーゼル浚渫機も
作業現場から撤去し，貯水池の岸辺に設置した。現在，
施設管理者は浚渫機に全ての期待をかけている。
　浚渫機はこれまでの従来型浚渫機２基を合わせた以
上の処理能力を有している。加えて，土砂除去時の１
m3 あたりの水使用量が少ない。このことは，発電所
の電力生産に与える影響が少ないことを意味する。ま

図−４　稼働中の浚渫機の（左）浮台，および（右）引出管

図−５　浚渫機の⒜実施前および⒝実施後１か月における貯水池の土砂

表−４　浚渫機の検証結果
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体的には，底設フラッシングゲートが小さい，もしく
はない，貯水池内の機械装置の使用を妨げるプラス
チックライニングがもろい，貯水池へのアクセス路が
ないという状況である。土砂堆積の影響を受けるダム
において重力浚渫システムの吐出口の役割を果たす
ケーシング管の事前設置を推奨する。

５．おわりに

　本報告では，日本でも問題となっている堆砂問題と
その解決に向けた対策について，国際大ダム会議で発
表された報文から有用と考えられる技術を引用して紹
介を行った。導入された浚渫機はサイホンの原理を活
用して，石油エネルギーを消費しないという優れた経
済性や，比較的大粒径の堆砂も吸い出すという有用性
が確認されており，土地改良区等が管理する日本の農
業用ダムへの適用も検討に値するものである。また，
浚渫機の紹介のみにとどまらず，結論の項では土砂堆
積を排出するためのバイパス管の設置が推奨されるな
ど，今後新設，改修を行う際の留意点にも踏み込んだ
内容となっている。日本における農業用ダムは，既に
新規建設から維持管理への時代に入って久しい。長期
供用ダムが増えて行くにつれて堆砂対策は避けて通れ
ない大きな課題の一つである。今後の堆砂対策を考え
ていく上で，本報文で紹介した事例が参考になれば幸
いである。

【引用文献】
１） 松本徳久：ICOLDの歴史と活動状況：大ダム第

224号：（一社）日本大ダム会議
２） 角哲也：国際大ダム会議（ICOLD）第83回年次例

会技術委員会報告　貯水池堆砂委員会：大ダム第
233号：（一社）日本大ダム会議大ダム

３） 農林水産省所管の農業用ダムの総点検結果につい
て：農林水産省　H21.12.22

４） 木曽調だよりNo.23：東海農政局木曽川水系土地
改良調査管理事務所

５） ダムの維持管理について：会計検査院（平成26年
10月21日）

６） 多目的ダムの建設：㈶ダム技術センター　平成17
年度版

７） 角哲也：日本における貯水池土砂管理　第３回世
界水フォーラム，流域一貫の土砂管理（貯水池土
砂管理に向けた挑戦）論文集　2003
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HYDROPOWER PLANT IN GUATEMALA 
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　前記の濃度は毎日の測定値の平均を示している。表
からわかるとおり，2012 年以降，濃度がわずかに減少
している。これは主に土砂の層が薄くなったことが原
因であり，３年前に存在した薄めの層と比較すると，
より除去しにくいものになっている。一方，装置の安
定的に制御された運用および保守管理のおかげで稼働
率は向上している。
４．５　浚渫機の信頼性および耐摩耗性
　同浚渫機の性能を分析するためには，吸引が重力で
行われているという点に注目することが重要である。
従って，浚渫に機械構成部品を必要とせず，吸引パイ
プラインが主要部品となっている。しかしながら，実
際には付属構成部品の中に軽微な保守管理または交換
を必要とするものがある。

（１）主要部品
　浮台，吸引パイプライン，弁で構成され，これらの
すべてが３年間の稼働後も損傷していない。パイプラ
インの摩耗は最小限であり，保守管理は主にフレキシ
ブル吸引管の短い部分の交換に限られている。浮台に
関して，形状と性能は十分で，屋根として使用する防
水シートの交換のみ必要である。

（２）付属部品
　噴射ポンプ，電動滑車，工具，消耗品で構成される。
所定の期間後，電気機械部品として多少の保守管理ま
たは交換が必要である点に注目することが重要であ
る。この場合，噴射ポンプには，ベアリング，メカニ
カルシール，潤滑油の交換といった一般的な保守管理
が必要である。電動滑車に関しても同様であるが，実
際にはこれは集中的利用の影響をより受けやすい部品
である。このような保守管理作業は装置の稼働率には
影響を与えていない。これは，同民間会社は上記の部
品（噴射ポンプおよび電動滑車）を２組提供している
からであり，保守管理業務を理由に浚渫作業を停止さ
せないことを主な目的としている。
４．６　浚渫機導入についての結論
　３年間の使用経験から，同浚渫機が計画された以上に
優れた性能を発揮していることが判明した。土砂流入量
が予想をはるかに上回っているにもかかわらず，年間土
砂量 50,000m3 という年間設計処理能力を何度も上回っ
ており，現在，貯水池は完全有効貯水量を保っている。
瞬間土砂除去能力は毎時 147m3 と測定されており，計
画上の要件である毎時 50m3 のほぼ３倍となっている。
　浚渫機は，フラッシング，機械除去，従来方式浚渫
といった他に考えられる解決策と比較しても，優れた
土砂除去技術であることがわかった。技術と経済性の
両側面から見てメリットがある。技術者は水力発電所
の運転開始後に発生した上述の運転上の問題を認識す
る必要がある。常時満水位貯水池が土砂除去の実際的
な方法がない状況で設計されることは非常に多い。具
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　今回は土砂吐ゲート及び洪水吐ゲートについて，現
場で塗装塗り替え及び部品交換を実施した際の仮設方
法や採用工法についての事例を紹介する。
　頭首工の主な諸元は表−１のとおりである。

Ⅱ．赤川頭首工の改修計画概要

　赤川頭首工については，平成 19 年度に本体工（堤体，
堰柱），機械設備工（各ゲート設備），付帯工（管理事
務所，ゲート操作室）において機能診断を実施してい
る。機能診断の調査項目，作業内容としては①現地調
査，②問診，聞き取り調査，③現地踏査と機能診断箇
所の選定，④既存資料の整理・検討，⑤二次調査であり，
これを踏まえ改修計画を策定した。
　赤川頭首工の改修計画概要は表−２のとおりである。

Ⅰ．赤川頭首工の概要

　国営赤川農業水利事業で造成された赤川頭首工は，
山形県鶴岡市の南側に位置し，水田約 10,050ha にかん
がい用水を供給する基幹水利施設である。
　頭首工本体については，昭和 46 年の完成後から県
管理により定期的な施設の整備補修を実施してきた。
しかし，築造後約 40 数年が経過し，ゲート設備（鋼
構造）の老朽化が進み様々な障害が発生してきたこと
から，二期事業（H22 ～ 30）により施設の改修を行っ
ている。
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　　＊農林水産省東北農政局赤川農業水利事業所
　　　 （Tel．0235−29−1655）
　＊＊西田鉄工㈱　生産本部　工事グループ 

　　　 （Tel．0964−23−1121）
＊＊＊西田鉄工㈱　生産本部　北海道設計グループ
　　　 （Tel．0144−55−3337）

（フローティング　一部フィクスドタイプ）

表−１　赤川頭首工諸元

表−２　改修計画概要

写真−１　赤川頭首工　全景（手前が上流側）
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　２）扉体（内面）

（２）塗装にかかる創意工夫
　　　（盛り替え用ジャッキの使用）
　１）発注仕様
　 　扉体をベンド（架台）に下ろし一般的な枠組み足

場とし，冬期間の塗装となるため養生用として仮囲
いを計画した。

　２）創意工夫内容
　 　現場塗装塗り替えのため，仮囲い吊り足場を設置

しているが，既設の扉体に足場を載せ掛けているた
め，その場所の塗装をするためには足場の移動が必
要となる。このため，足場固定用のジャッキ設置箇
所を２倍にすることで，足場の移動を行うことなく
未塗装箇所の塗装が可能となる構造とした。

Ⅲ．施工にかかる工程計画

　本頭首工の工事施工可能時期は非出水期である 10
月１日～３月 31 日までの６ヶ月となっており，４月
以降は取水を開始する都合上，５門のゲートを平成 26
年度から３ヶ年で改修する計画とした。

Ⅳ．工期短縮・安全性向上のための創意工夫

１．扉体塗装作業時の工夫
　塗装については，耐久性を考慮し超厚膜型エポキシ
樹脂塗料を選定した。現場塗装の仕様は以下のとおり
である。

（１）塗装仕様について
　１）扉体（外面）・戸当り

表−３　施工計画一覧表

図−１　頭首工計画平面図

表−４　扉体（外面）・戸当り塗装仕様

表−５　扉体（内面）塗装仕様

図−２　仮囲い足場発注図（正面図）

図−３　仮囲い足場発注図（側面図）

図−４　仮囲い足場施工図（断面図）
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（３）創意工夫による効果
　足場の移動が省略出来たことから，足場の移動を行
う施工方法と比較し，１門当り９日程度の工期短縮が
図られた。
２．戸当り素地調整時の工夫

（１）発注仕様
　扉体の塗装時と同様に枠組足場と仮囲いを設置した
後，サンドブラストにて施工する計画とした。

（２）創意工夫内容
　戸当りの素地調整用仮囲いは，河川内の仮締め切り
内に設置することから囲い面積が狭く，ブラスト作業
時にブラスト材等の跳ね返りによる危険性や河川への
飛散が懸念された。
　そこで，これらの防止のため，ブラストと同等の素
地調整が行えるブリストルブラスターにて素地調整を
実施した。

　①ジャッキ交換作業フロー

写真−２　盛り替え前
➡

写真−３　未塗装部のジャッキ取り外し
➡

写真−４　盛り替え用ジャッキ設置
➡

写真−５　未塗装箇所の塗装実施

写真−７　素地調整実施状況

写真−８　素地調整結果

写真−６　戸当り施工時の足場構造
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（２）創意工夫内容
　扉体の底部テーパーに合わせたジャッキ取付材を追
加し，ジャッキを扉体に垂直に当てることで安定を図
り，併せてジャッキを片側２列（４個）に増やすこと
で更なる安定性と安全性を確保した。

（３）創意工夫による効果
　ブリストルブラスターはＮＥＴＩＳに登録されてい
る新技術であり，施工後の状況確認においてもブラス
トと同様にISO　8501-1　Sa2　1/2相当と確認できた。
　また，飛散も少なかったことから旧塗膜材の回収も
容易に行えた。
３．扉体仮置き台（ベンド）の工夫
　開閉装置の更新時には，安全性確保の観点から扉体
をベンドの上に下ろし，ワイヤーロープの緊張をなく
した状態で作業する必要がある。本工事においては，
安全性の更なる向上のために以下の工夫をした。

（１）発注仕様
　扉体底部のテーパーに合わせ，高さの異なるジャッ
キにて固定する。

図−５　ベンド構造発注図（側面図）

図−６　ベンド構造発注図（正面図）

図−８　ベンド構造施工図（正面図）

図−７　ベンド構造施工図（側面図）
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（１）作業実施状況
　 ①油圧ジャッキ（２t）にてローラ軸を押し出すこ

とを試みたが取り外すことができなかった。

　 ②油圧ジャッキを 30t の規格に変更し取り外しを試
みたが取り外しができなかった。

　 ③加熱と冷却（自然）を繰り返し，ローラ軸と錆び
を分離させた後に取り外すことを試みたが取り外せ
なかった。

　 ④ローラ軸の取り外しができなかったことからロー
ラ自体を切断して撤去することとした。

　 　しかし，ローラ取付部は狭小な場所であり，かつ，
切断する部材は幅が 140mm，径が 600mm あること
からその切断方法を検討した。

（３）創意工夫による効果
　工事施工箇所は河川内であり，特に冬場においては
風が強い場所であったが，安定性を確保出来たことか
ら事故なく開閉機の更新を安全に完了できた。
４．ローラ交換時の工夫
　ローラの更新を行う際，上部ローラは容易に取り外
しができたが，下部ローラは固着しており取り外しが
困難であった。
　ローラは更新する計画であったので既設のローラは
切断しても問題はなかったが，取付位置が狭小部で
あったことから切断方法について検討を行い，ラン
サー棒を燃焼させて対象物を溶断するスーパーランス
工法を採用することとした。
　この工法は，製鉄所・製鋼所・鋳造工場における耐
火煉瓦，耐火物，スラグ，鋳物の溶断から普及し，下
水道工事や地下掘削工事に伴うシートパイルや鋼管矢
板の溶断に用いられている。

写真−９　ベンド設置状況

写真−10　扉体仮置き状況

図−９　扉体端部（ローラ位置）図

写真−11　油圧ジャッキ（２t）による作業状況

写真−12　油圧ジャッキ（30t）による作業状況

写真−13　ローラ軸加熱状況
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見交換会を行いました。このような場を設けることに
より，現場での施工条件に配慮した設計が行われ，工
事も順調に進捗するといった好循環な環境が作られて
いくと思います。
　今回，頭首工ゲートの改修事例として報告した創意
工夫の内容については，あまり目立つものではありま
せんが，今後，同様の補修工事を実施する際の設計時
及び施工時に参考としていただければと思い書かせて
いただきました。
　本報告が少しでも皆様の今後の参考となれば幸いで
す。

　⑤切断方法の決定
　 　狭小部での作業，幅，厚みのある鋼材の切断を行

うことを考慮し，スーパーランス工法にて切断する
こととした。

（２）創意工夫による効果
　工法の選定には時間を要したが，切断作業は比較的
スムーズに進み，扉体に損傷を与えることなく，取り
外し（切断）することができた。

Ⅴ．おわりに

　作業実施中には，同様の改修を計画している調査管
理事務所や同事務所の発注している設計業務の受注コ
ンサルに現場に来ていただき施工状況の確認並びに意

写真−14　ローラ部状況

写真−15　スーパーランス工法によるローラ切断状況

写真−16　切断撤去後のローラ状況
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　水路に隣接した施設として，集落，地域住民の憩い
の場である青池や藤枝市管理の準用河川等があり，本
施設の整備に当たっては，関係機関と綿密に調整をと
りつつ，景観や安全対策に十分に留意する必要がある

（図−２）。

１．大井川用水地区と瀬戸川左岸幹線水路の概要

（１）大井川用水地区の概要
　大井川用水地区は，静岡県のほぼ中央部の島田市外
７市１町に位置し，大井川及び菊川などの扇状地と
して形成された沖積平野であり，水田を中心とした
7,450ha の農業地帯である。本地区の基幹水利施設は，
昭和 22 年度から昭和 43 年度にかけて実施された国営
大井川農業水利事業により整備されたが，事業完了後
40 年以上が経過し，施設の老朽化による機能低下が生
じている。このことから，平成 11 年度に大井川用水
事業により施設の再整備に着手した。また，平成 13
年度の東海地震想定震源域の公表を契機に地域住民の
防災意識が高まったため，本地区の農業用水が従来か
ら持つ地域用水機能（防火用水，景観）の維持及び増
進を図る目的から，国営かんがい排水事業（一般型）
から国営農業用水再編対策事業（地域用水機能増進型）
に移行して実施している。（図−１）
（２）瀬戸川左岸幹線水路の概要
　瀬戸川左岸幹線水路は，県営事業で前歴国営事業の
末端水路として施工され，昭和 46 年に完成したもの
であるが，平成 21 年度の国営事業の計画変更により
現事業計画に位置づけられ，地域用水機能（防火用水，
景観）の維持及び増進を図るため，国営事業により改
修を行っている。
　本水路は，内瀬戸谷川に設置された青木頭首工を起
点として約 1.67m3/s の用水を取水し，朝比奈川左岸の
焼津市方ノ上までの受益地約 670ha に配水する全長約
10.1km の水路である。今回紹介する瀬戸川左岸幹線
水路整備工事（その４）区間は，整備後の断面寸法（Ｂ）
1.5m ×（Ｈ）1.1m ～ 1.5m，水路延長 L=248 ｍの開水
路である。

【報　文】
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　　＊農林水産省関東農政局　大井川用水農業水利事業所
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図−１　大井川用水地区の概要と瀬戸川左岸幹線水路の位置
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（５）安全施設
　青池公園では，過去に池への転落事故や瀬戸川左岸
幹線水路の更に下流部での転落による死亡事故が発生
していることから，地域住民の安全性への意識は高く，
今回の水路整備に当たっては安全性への配慮が必要で
あること。
　
３．設計上の各留意点への対策について

（１）用水量の変化への対策
　施設規模及び形状の変更に当たり，この工事区間の
計画流量 1.43m3/s が流下可能であることが最優先とな
ることから，瀬戸川左岸幹線水路の最下流部より不等
流計算を行い，必要な断面の決定を行った。併せて既
存施設では屈折していた４箇所を曲線線形に変更する
ことや青池の上に既設水路を通すために発生していた
段差を解消することで水理損失の低減を図った（写真
−２）。
　その結果，既設断面（（Ｂ）1.4m ×（Ｈ）1.0m）か
ら設計断面図（（Ｂ）1.5m ×（Ｈ）1.1m ～ 1.5m）に
変更することとなった。

（２）軟弱地盤への対策
　周辺地盤が軟弱地盤であることを踏まえ，施設の基

２．設計上の留意点

　前述の現場条件を踏まえた設計に当たっての留意点
は以下の５点であった。
（１）用水量の変化
　用水の地区内利用量の変化に伴い，大井川用水へ依
存する用水量が 1.2m3/s から 1.67m3/s 増加したため，
施設規模及び形状の変更が必要であること。
（２）軟弱地盤
　ボーリング調査結果より周辺地盤が軟弱地盤である
ことから，施設の基礎構造を適切に検討する必要があ
ること。
（３）施設の維持管理
　除塵機等の維持管理に支障がない施設配置とすること。
（４）景観・親水機能
　水路周辺には，平成 17 年度静岡県都市景観賞の優
秀賞や平成 19 年度「みどりの愛護」国土交通大臣表
彰を受賞している青池という湧水池があり，元々は農
業用のため池であるが，池を含む隣接地一帯は平成 12
年に青池公園として整備されている。青池公園は，地
元の町内会長の集まりである保勝会により清掃，植樹
等の管理がなされており，地域住民の憩いの場となっ
ている。そのため，今回の水路整備により公園の利用
形態及び景観に悪影響を与えないこと（写真−１）。

図−２　瀬戸川左岸幹線水路の主要関連施設位置

写真−１　青池の様子（整備前）

写真−２　既設水路の屈曲部（整備前）



—　　—26水と土　第178号　2016

そのため，水路の左岸側（池側）に鋼矢板護岸を設置
し，土圧に耐えられる形にした上で，水路位置を下げ
る設計とした。また，地権者である藤枝市と協議を行
い，水路と道路の間についても工事の原因者として埋
め立てを行い，水路管理者及び地域住民が通行可能と
なるように整備を行った。
　これにより青池が周回できるようになり，また，水
路位置を下げたことにより見通しが良くなり，景観機
能の向上も図ることができた。
（５）安全対策
　水路位置を下げ，歩行者が水路に近付くことができ
るようになったため，安全施設の設置について関係者
と協議して決定することとなった。安全対策としては，
水路への転落防止という観点から転落防止柵とアーチ
フェンスがあり，メリット・デメリットは表−１のと
おり。

　これらを踏まえ，静岡県志太榛原農林事務所，藤枝
市（花と緑の課・建設管理課・道路課），保勝会，大
井川土地改良区と工事前及び工事中に協議及び現地立
会を行った結果，転落防止柵を設置することとなった。

礎構造について以下の流れで検討した結果，PHC 杭に
よる支持杭を杭径 D の 10 倍のスパンで配置する設計
とした。
　１） 水路の型式（現場打ち水路・二次製品水路）の

比較検討
　２） 支持杭（PHC杭），地盤改良，摩擦杭（木杭）

の比較検討
　３） 支持杭（PHC杭）の配置方法（水路橋形式・杭

分散形式）の比較検討
（３）施設の維持管理の対策
　写真−３で示すとおり，除塵機等の維持管理のため
の車両が進入困難な上に転落の危険性もあることから，
藤枝市及び土地改良区と協議を行い，水路整備に合わ
せて青池内の静岡県用地を埋め立て，写真−４のとお
り駐車スペースを整備し維持管理の省力化を図った。

（４）景観・親水機能の対策
　青池に隣接する既設水路は，水路橋形式となってお
り，景観としては池の上に水路が浮かんでいるような
独特な形で趣があったが，道路側からは水路壁が高く，
池への視界を遮る形となっていた。
　今回の設計に当たり，段差を減らし水理損失を減ら
していく中で新設水路の高さを下げる必要があった。

写真−３　除塵機周辺の状況（整備前）

写真−４　除塵機周辺の状況（整備後）

表−１　安全施設の比較検討
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価していただけることが実感できた。今後も地元や管
理者の意見を可能な範囲で設計・施工内容に反映しつ
つ，業務を遂行していきたい。

４．まとめ

　今回，事業目的である地域用水機能の維持及び増進
を図るために，水路機能を維持した上で周辺の環境に
配慮した設計を行った。関連する静岡県，藤枝市，大
井川土地改良区をはじめ，青池を管理している保勝会
と設計段階から調整を行い，ある程度水路が完成した
段階で現場での立会を行うことで，地元に満足しても
らえる施設を造成することができた。
　正直なところ，完了後はコンクリートで固めた形
になったので，地元からの反応が不安ではあったが，
完成後に地元の自治会長などからは，「今まで水路に
よって青池が見えにくかったが，見えるようになって
良かった」，「（既存施設の造成後に管理のために設置
した余水吐管等がなくなり）外観がすっきりして良く
なった」，「水路は転落事故が起きると怖いので転落防
止柵で安全対策をしっかりしてくれて助かった」，「水
路の横を歩けるようになり，水路の横断もできるよう
になったことで青池を周回できるようになって良かっ
た」と好評であった。
　公共事業は，マイナスイメージを持たれがちではあ
るが，地元の意見をくみ取り丁寧に対応することで評

写真−５　青池隣接部の状況（整備前）

写真−６　青池隣接部の状況（整備後）
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　地区の基幹的な農業水利施設は，国営明治用水土地
改良事業（昭和 22 年度～昭和 32 年度）及び国営矢作
川総合土地改良事業（昭和 45 年度～昭和 63 年度）に
より明治用水頭首工，幹線用水路等が造成され，地域
の農業をはじめ，愛知県水道用水供給事業，愛知用水
工業用水道事業及び西三河工業用水道事業への安定的
な用水供給により，社会生活の向上や地域経済の発展
に大きく寄与してきた。
②事業の必要性
　本地区は東海地震に係る地震防災対策強化地域等に
指定された範囲に含まれるなど，大規模地震の発生す
る確率が極めて高い地域とされており，大規模地震の
発生により基幹的な農業水利施設が損壊した場合，農
業生産，家屋や重要公共施設等への二次災害が想定さ
れ，地域に甚大な被害を及ぼすおそれがある。
　このため，本事業により明治用水頭首工，岩倉取水
工及び幹線用水路等，大規模地震に対し耐震性を有し
ていない農業水利施設の耐震化対策を行い，大規模地
震の発生による災害を未然に防止することにより，農
業生産の維持及び農業経営の安定を図り，もって国土
の保全に資するものである。

３．明治幹線水路西井筋の概要

①地形
　西井筋は，豊田市南部から安城市北部に位置する明
治幹線水路明治本流（全長 11.4km）の，ほぼ中間の
広畔制水門地点を始点とする，西へ延びる延長 2.4km

（国営区間）の水路である。（写真−１参照）
　西井筋は地形上，挙母面，碧海面と呼ばれる中位段
丘面に位置し，標高 28m から 22m の台地状の平坦面
にある。挙母面，碧海面の台地には集落が，水路中間
付近から猿渡川を横断する区間では，低地となる部分
があり水田が広がっている。

１．はじめに

　矢作川総合第二期農地防災事業は，明治用水頭首工
をはじめとする基幹的な農業水利施設が大規模地震に
対し必要な耐震性を有しておらず，大規模地震発生時
には甚大な被害の発生するおそれがあることから，耐
震化対策を目的として実施している。
　本報では，明治幹線水路西井筋における耐震化対策
の一環となる，液状化対策の基本的な考え方について，
報告するものである。

２．事業の概要

①地区の状況
　本地区は，愛知県の中央部を貫流する一級河川矢作
川水系矢作川の中下流域を中心とした安城市外７市に
またがる面積 5,441ha の水田農業地帯である。（図−１
参照）
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図−１　計画一般平面図
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に覆っている。
　なお，挙母層と碧海層は堆積学的には同じ構成礫種
であるため，砂礫試料の目視観察では見分けがつきに
くい状況となっている。

４．判定に用いた地震動と地震応答解析

　液状化の検討にあたっては，レベル 2 地震動として，
海溝型（タイプⅠ）の ｢東海・東南海・南海連動型（3
連動）地震｣ と内陸直下型（タイプⅡ）の ｢猿投−高
浜断層帯地震｣ を対象に，液状化の判定を行う際に使
用する地震時せん断応力の算定の元となる収束せん断
ひずみを，強地震動統計的予測モデル（EMPR）と地
震応答解析プログラム（FDEL）により算定した。

②地質
　地質は，大きく分けて碧海面を構成している中位段
丘堆積物である碧海層と猿渡川沿いの低地の沖積層か
らなっている。
　碧海層は，礫まじり砂層を主体とし，含まれる礫は
一般に下流側ほど細粒となっている。下流部では細礫
を含む砂層となり，粘性土の薄層を数多く含んでいる。
　沖積層は，軟弱な粘性土及び緩い砂質土より構成さ
れている。
　西井筋付近で最も下位（古い）の地層は挙母層であ
る。本層は礫を混在する砂層を主体とし，所々に層厚
５～ 10m の砂層，粘土層を挟んでおり，部分的に細
粒となり，礫径も小さくなる，また第三紀層を不整合

写真−１　西井筋周辺状況
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強度試験結果または，標準貫入試験及び粒度試験の試
験結果より，地盤の液状化強度比（動的せん断強度比）
Ｒを算出し，また想定地震動における地震時せん断応
力比Ｌについては，先述の地盤の地震応答解析に基づ
いて算出し，液状化に対する抵抗率である FL 値（=R/
L）の算定を行った。（FL ≧ 1.0 で液状化の判定）
　また，FL 値は土質が深さ方向に変わるので，FL 値
も同様に深さ方向に変動する。そのため，深さ方向に
重み付けして積分した値である液状化可能性指数であ
る PL 値の算定を行う。

〈PL 値による液状化対策の考え方〉

PL ＞ 15： 液状化の危険性が極めて高い。液状化
に関する詳細な調査と液状化対策は不
可避。

5 ＜ PL ≦ 15： 液状化の危険性が高い。重要な構
造物に対して，より詳細な調査が
必要。液状化対策が一般に必要。

0 ＜ PL ≦ 5： 液状化の危険度は低い。特に重要な
構造物の設計に際しては，より詳細
な調査が必要。

PL ＝ 0： 液状化の危険性はかなり低い。液状化に
関する詳細な調査は一般に不要。

　なお，洪積層では一般的に N 値が高く，液状化が発
生した事例は確認されていないことから原則として洪
積層は液状化の対象層としないこととなっている（道
路橋示方書 ･ 同解説書 Ⅴ耐震設計編　平成 24 年３
月）。そのため，沖積層のみを対象とした。
　これらのことを総合的に判断し，液状化対象地盤は，
物理特性から As，Ag と判断した。
④液状化対策範囲の特定
　液状化対策範囲については，液状化判定結果（タイ
プⅠ（海溝型）の方が，液状化が激しいためタイプⅠ

５．液状化対策範囲の検討

①地質，土質データ
　液状化対策範囲の検討にあたって，前歴事業等の地
質調査データ，近隣工場等のデータを活用しつつ地質
縦断図の信頼性の確保や液状化層の判定のための粒度
試験に必要なサンプル採取のためボーリング調査（図
−２参照）などを実施し，地質縦断図を作成した。（図
−３参照）
②地下水位データ
　地下水位データは，西井筋沿いに設置した地下水位
観測孔計測データや，ボーリング孔内水位から地下水
位を設定した。なお，設計条件としては８～９月の水
位（平常時期最高水位）とした。

〈液状化の対象層〉
（道路橋示方書･同解説 Ⅴ耐震設計編 p134 平成24年３月）

⑴　液状化の判定を行う必要がある土層
　 　沖積層の土層で次の３つの条件全てに該当す

る場合においては，地震時に橋に影響を与える
液状化が生じる可能性があるため，⑵の規定（省
略）によって液状化の判定を行わなければなら
ない。

　1 　地下水位が地表面から 10 ｍ以内にあり，
かつ，地表面から 20 ｍ以内の深さに存在す
る飽和土層

　2 　細粒分含有率 FC が 35％以下の土層，又は，
FC が 35％を超えても塑性指数 Ip が 15 以下
の土層

　3 　50％粒径 D50 が 10mm 以下で，かつ，10％
粒径 D10 が１mm 以下である土層

③液状化の判定方法
　液状化の判定に当たっては，西井筋で行った液状化

図−２　ボーリング調査状況図
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②対象区間の区分設定
　液状化対策工法の選定における区間割要素として
は，以下のものを考慮した。

（1）周辺環境区分（地上部分の土地利用状況）
（2）液状化対象層の性状（深度，層厚）
  これらを勘案し，対策工法を選定する上での区間

設定を実施した。
 TYPE. １：液状化層が管側部の範囲の区間
 TYPE. ２：液状化層が管底から５m の範囲の区間
 TYPE. ３： 液状化層が管底から５～ 10 ｍの範囲

の区間
③液状化対策層の設定

（1）設定手順
　 　液状化の判定は PL 値による対策の考え方に従っ

から）から FL 値＜ 1.0 の As，Ag 層を対象とした。（図
−３参照）
　測点としては，No.5+15 ～ No.16+12 の区間となった。

６．液状化対策工法の検討

①液状化検討工法の考え方
　液状化対策工法の検討は，①液状化発生範囲確定の
のち，②区間設定を現場状況や地層等によって区分す
る。そして，③区間毎に対策工法の選定を行う。

図−３　液状化対策範囲

図−４　液状化対策区分図
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（2）二次選定
　二次選定として，比較検討案を作成し現場条件等か
ら浮上，沈下および水平方向変位に対する対策のいず
れが最も重要かについて液状化対策方針を考えた結
果，隣接する住宅地，工場，道路及び河川横断などの
周辺状況から，効果を満足させる工法として地盤固化
工法が最適と判断した。
　また，同工法は経済性においても有利な結果となっ
た。なお，地盤固化工法については，多様な工法があ
る中で比較検討した結果，浸透固化処理工法を選定し
た。

７．最後に

　今回は矢作川総合第二期農地防災事業所における液
状化対策の考え方の概要を報告したが，実施に向けて
は地域の現場条件，環境条件を考慮し施工計画，仮設
計画を検討した上で，対策工法の適用性，対策範囲の
検討，対策工法の詳細な仕様の検討を行い，適切な工
事を実施して行く方針である。

て対策検討を行うが，「水道施設耐震工法指針・解説」
では，水道施設の周辺地盤が液状化すると判定され
た場合には，埋設管路，地中構造物および基礎構造
物の設計に用いる土質定数を液状化の程度に応じて
低減している。

　表−１の低減係数が「１」とされる範囲は，土質定
数を低減せずそのまま用いるということであるので
FL ≦ 1.0 であり，液状化は少なからず発生するものの，
基礎の安定にまで及ぼす影響が小さいため，土質定数
を低減する必要はないものと解釈し，この範囲につい
ては液状化対策範囲から除外することが出来ないか引
き続き検討することとしている。
　液状化対策層の設定は下記フローを基本としてい
る。

④液状化対策工法の検討
　本事業の目的として，西井筋等のパイプライン施設
においては，大規模地震発生時の漏水防止があげられ
る。液状化の発生によるパイプラインからの漏水は，

「管体の浮き上がり」「管体の沈下」「液状化に伴う水
平方向変位」等の発生による継ぎ手の離脱が直接原因
となる。そのため，この３項目について検証し，発生
が懸念される項目について対策工法を実施する。

（1） 一次選定
　液状化対策工法は，多くの一般図書に示されている
工法から，本地区に対する浮上，沈下及び水平方向変
位対策への適応性を判断した。
　表−２は，各対策工法の機構から「浮上」「沈下」「水
平方向変位」に対する効果の目安を現場条件も考慮し
て，整理したものである。

表−１　土質定数の低減係数Dk

表−２
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が阻害されることにもなる。このため，これらの被害
を未然に防止するために，平成 16 年度から直轄地す
べり対策事業を実施している。
　本地区の地すべりブロックは大きく分けてＡ～Ｄの
４つに区分されおり，中でも最大規模のＤブロックは，
斜面長 850 ｍ，幅 420 ｍ，深度 80 ｍにも及ぶと推定
されており，降雨に伴う地下水上昇がＤブロックにお
ける地すべり活動の誘因となっていると考えられるた
め，主要な対策工として地下水位の低下を目的とした
４基の排水トンネル工（Ｄ１～４号）が計画されてい
る（図−２）。４基のうち，Ｄ１号は平成 19 年度，Ｄ
３号は 22 年度，Ｄ４号は 24 年度にそれぞれ完成し，
最後のＤ２号は 25 年度に着手し，27 年度に完成した。
　本報ではこのＤ２号排水トンネルにおける坑口構造
の設計・施工事例を報告する。

１．はじめに

　直轄地すべり対策事業を実施している「高瀬地区」
は，高知県北西部の愛媛県境の吾川郡仁淀川町にあり，
一級河川仁淀川の右岸側斜面（北向き）で，国土交通
省直轄管理の多目的ダムである大渡ダム堤体よりおよ
そ 0.5km ～ 2.0km 上流側に位置した高品質な茶の生産
を中心とした農業地域である（図−１）。
　本地区は年間降水量が約 2,800mm と全国平均の約
1.6 倍の多雨地域であり，長雨や豪雨による地下水位
の上昇に伴う地すべり活動が複数のブロックにおいて
継続的に確認されている（図−３）。
　この状況を放置すれば，大規模な地すべり災害の発
生により，地区内の農地，農業用施設，家屋，一般公
共施設などへの甚大な被害が想定されるとともに，地
すべり土塊が大渡ダム貯水池に流入することにより，
ダムに依存している仁淀川下流地域の農地（高東平野，
吾南平野）への農業用水や高知市への水道用水の供給
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されたものが多く，秩父帯には「破砕帯地すべり」と
呼ばれる大規模な地すべりが分布している。
　本地区には，秩父帯に属する泥質岩（粘板岩），砂岩，
石灰岩，凝灰岩及びチャートが分布しており，これら
が基盤岩を構成している。地区内には名野川衝上断層

（名野川スラスト）が縦断しているため，名野川スラ
ストに伴う断層破砕帯及びその周辺の岩盤は脆弱化が
顕著に認められ，大規模な地すべりブロックが分布し
ている。地すべりブロックは，長雨や豪雨に伴う地下
水位の上昇により継続的に活動している（図−５）。
 

 
２．地質概要

　四国地方の地質は，中央構造線等の構造線によりお
おむね東西方向に区分される。中央構造線の南側では
大きく三波川帯，御

み か ぶ

荷鉾帯，秩父帯，四万十帯に大別
され，これらは「付加体」と呼ばれるプレートの沈み
込みによって大陸に押しつけられた岩石からなる地質
である（図−４）。
　本地区が位置する秩父帯は，海底やサンゴ礁で堆積
した岩石で構成され，それらの岩石は付加時に形成さ
れた衝上断層（スラスト）やその後の構造運動で破砕

図−３　地すべりブロック位置図

図−４　四国の地質構造 図−５　高瀬地区における地すべり発生のイメージ
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３．３　補助工法（注入式長尺先受工法）の設計
　トンネル外周沿いに鋼管を配置（打設）し，鋼管か
ら薬液で周辺地山を固結改良し，鋼管の剛性と薬液に
よる地山強度増加により，トンネル掘削時の切羽天端
部の自立性を向上させる工法で（図−７），設計に当
たっての外力としては，トンネル上部の土被り荷重と
上載荷重としてＴ−２５の自動車荷重となる。
　鋼管の設計は，上記荷重を鋼管の剛性で支えるもの
とし，一端固定の単純梁として計算する。鋼管の配置
間隔は，鋼管に発生する「最大曲げモーメント」，「最
大せん断力」，「最大たわみ量」がそれぞれの許容値内
に収まる最大間隔（45cm）とした。
　また，支保工については，上載荷重が鋼管から伝達さ
れるため，断面力の照査と支保工底版反力に対する許
容支持力について照査を行ったが，許容値内であった。
　固結改良は，地山が比較的硬質で岩芯を残す状況で
あるものの，亀裂が発達していること，注入は割裂注
入形態が主体と考えられることから，注入薬液として
は岩塊間を結合させるために，粘着力が大きく，確実
な限定注入が可能なウレタン系注入材を選定し，注入
量については地山を風化岩と考え，「施工実績による
注入量」を参考に，鋼管１本１m 当り 10kg/m とした 1）。
 
４．施工

４．１　施工状況
　注入鋼管はφ 114.3mm，長さ 12.5m で，トンネル上
半 120°の範囲に 45cm 間隔，９本設置となるが，注入
時に隣接鋼管への注入材のリークを防止する目的から
最初に奇数孔を打設注入し，その後，偶数孔を打設注
入した（図−８）。
　注入は長さ 12.5 ｍを手前，真ん中，奥の３室に分け，
注入室数は 3 室×９孔＝ 27 室，ウレタン系注入材の
注入量は 10kg/m とした。
　注入管理としては，注入量と圧力により行い，以下
の２パターンとした。
　①「初期圧＋ 2.5MPa 未満」の時，設計注入量まで
　②「初期圧＋ 2.5MPa 以上」の時，注入中止
　奇数孔の注入では，全 15 室のうち，②により終了
したのは３室，①により終了したのは 12 室，そのう
ち，初期圧＋ 0.5MPa 未満で終了したのが６室。全体
の 40％（＝ 6/15）が，圧力が上昇していないことから，
くまなく地山の間隙に十分充填したとは言い難く，地
山の固結度が向上したとは言えない状況であると判断
し，偶数孔については，
　③「初期圧＋ 0.5MPa 以下」の時，設計注入量の２倍
のパターンを設定し，３パターンで注入した。注入結
果は表−２のとおりとなった。

３．坑口設計

３．１　設計条件
　本トンネルの坑口は，直上に道路（全幅 4.5m の町道）
が存在することが特徴である。道路は近隣住民の生活
道路として利用されており，通行止めはできない状況
である。
　坑口付近の地質は，ＣＬ級の緑色岩が分布しており，
坑口上方に比較的薄い崖錐堆積物が分布するのみで，
比較的良好な地質である。
　地山は比較的良好であるものの，直上の道路がトン
ネル施工期間中も供用する必要があることから，通行
車両の安全に配慮する必要がある。また，道路直下の
トンネル最小土被りは約 1.5 ｍで，切羽天端部の緩み
が道路面に及ぶことも考えられ，道路面沈下や切羽天
端部の地山崩壊が懸念される（図−６）。
　従って，これらを考慮した施工方法を３案比較検討
し，施工方法を決定した。

３．２　比較設計
　３案として，①補助工法（注入式長尺先受工法）に
より切羽天端部の地山を強化した上で道路下をトンネ
ルで通過させる方法（１案），②道路部を開削し，仮
設橋梁を設置した上でトンネルを施工する方法（２案）
③道路部を開削し，プレキャスト・ボックスカルバー
トを設置し，道路を復旧した上でトンネルを施工する
方法（３案）を考案した。その特徴，経済性，評価を
まとめると表−１のとおりである。
　表−１から，道路下通過時に慎重な施工を要するが，
リスクが最も低く，施工性経済性にも優れている１案

「補助工法により切羽天端部の地山を強化し上で道路
下をトンネルで通過させる方法」を採用した。

図−６　坑口部地盤縦断図
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は収束した（図−９）。なお，目視観測では，道路面，
擁壁，法面にクラック等の変状は現れず，安全な状態
であった。

５．おわりに

　排水トンネル工事は，今回報告した「注入式長尺先
受工」も含め，平成 28 年３月に全工事が完成した。
完成時の排水トンネル周辺の地下水位は大きいところ
で 15 ｍ以上の低下が見られており，地すべりに対す
る安全度が増しつつある。
　最後に，本工事の計画，設計，施工に，多くの方々
のご協力・ご理解をいただいたことに感謝の意を表す。

【参考文献】
１） 注入式長尺先受工法（ＡＧＦ工法）技術資料（六

訂版），ジェオフロンテ研究会

４．２　動態観測
　本工法はトンネル天端に比較的剛性の高い先受部材
を配置した工法であり，良好な支保効果が得られるが，
固結改良効果に未確定要素があるため，道路面の動態
観測を行った。
　動態観測地点は坑口から６ｍの道路面で，坑口掘削
開始から徐々に沈下し，切羽が測定地点に達した時の
沈下量が 4.6mm で，大きな沈下が見られたのは切羽
が測定地点より５ｍ進んだところで４mm/3 日進行し
た。最大沈下量は測定地点より切羽が 29.4m 進んだと
ころで 10.1mm となったが，その後は安定し，沈下量

図−７　注入式長尺先受工法の模式図1）

図−８　注入式長尺先受工計画図

表−２　注入結果



—　　—39 水と土　第178号　2016

図−９　トンネル地表面沈下変位履歴図
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１．はじめに

　美女地区は北海道オホーツク総合振興局管内の網走
郡美幌町及び同郡大空町に位置し，一級河川網走川流
域の低平地及び丘陵地に拓けた稲作，小麦，ばれいしょ
及び豆類等の畑作を主体とした 1,728ha の農業地帯で
ある（図−１及び図−２）。
　本地区の排水機及び排水路は，国営本郷土地改良事
業（昭和 46 年度～昭和 56 年度，（以下，「前歴事業」
と表す））等により整備されたが，その後の土地利用
状況の変化や降雨量の増加に伴い，降雨時の流出量が
増加したことに加え，泥炭土に起因して耕地面が沈下
したことにより排水路の流下能力が不足している。
　また，排水本川である一級河川網走川（網走湖）の
水位が高いことから，排水機の排水能力が不足し，周
辺農地への湛水被害が発生しており，地区内では，被
害軽減のために収穫の前倒しや排水対策への対応等非
効率な農作業が行われている状況となっている。
　このため，本地区では，前歴事業で整備された排水
機及び排水路の改修を行い，農地の湛水に伴う土地生
産性の低下や農作業の非効率性を解消し，農業経営の
安定と地域農業の振興を図るものとする。

２．排水機場改修における制約

（１）本郷排水機場の特色
　前歴事業では，旧本郷排水機場（写真−１　以下，

「旧機場」と表す）の新設と地区内排水網の整備を行っ
ており，平常時は排水路網を活用した自然排水，洪水
時は排水機場を活用した機械排水となるのが一般的で
あった。

【報　文】

目　　次

本郷排水機場改修における工事施工計画について
−新旧機場の切り替えに係る留意点−

鳥　海　昌　彦＊　根　田　聖　児＊　山　崎　博　伸＊＊

 （Masahiko TORIUMI） （Seiji KONTA） （Hironobu YAMAZAKI）

４．接続函渠工事の実施状況  …………………… 43
５．今後の予定  …………………………………… 44
６．おわりに  ……………………………………… 44

１．はじめに  ……………………………………… 40
２．排水機場改修における制約  ………………… 40
３．工事工程の検討  ……………………………… 41

　　＊北海道開発局網走開発建設部網走農業事務所
　　　第２工事課 （Tel．0152−44−6960）
　＊＊北海道開発局釧路開発建設部根室農業事務所
　　　第２工事課 （Tel．0153−79−5155） 図−２　地区概要図

図−１　美女地区位置

本郷排水機場（改修）

排水路（改修）
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期間については，一般的に稼働実績は少ない。
　しかし，旧機場にあっては，先述のとおり平常時で
あっても常時用ポンプを稼働させる場合が多く，一般
的な排水機場に比べて実質的な運転期間が非常に長く

（地域の営農期間（４～ 11 月）とほぼ同一）なっている。
　なお，近年における旧機場の運転実績では，常時用
ポンプの単独運転時間が排水ポンプの全運転時間の
80％を占める状況となっており，地区内排水が常時用
ポンプによる機械排水に依存していることがうかがえ
る。
（３）施工工程の制約
　本郷排水機場の改修にあたっては，旧機場が完全に
運転休止となる期間に新設する新本郷排水機場（以下，

「新機場」と表す）への切り替えを完了し，新機場の
供用を開始する必要がある。
　このため，旧機場の運転期間を確認したところ，融
雪が始まる４月から作物の収穫が終了する 11 月まで
の８ヶ月間となっているが判明した。
　しかしながら，最近の稼働実績では，近年の異常気
象に起因する異常出水により，12 月上旬及び３月下旬
に常時用ポンプを稼働させている状況となっており，
旧機場が完全に運転休止と見込まれる 12 月中旬から
３月中旬までを施工期間とした。（図−３）

３．工事工程の検討

（１）新本郷排水機場の施設概要
　事業計画では，湛水被害を解消するために旧機場を
改修するものとし，排水量の増加に伴うポンプ吐出量
の増と内外水位の変更によるポンプ揚程の増が計画さ
れている。
　この時，現況施設の既設利用についても十分に検討
され，現況の本郷樋門（（写真−３），以下，「現況樋門」
と表す）の既設利用を図ることとしている。
　このため，新機場は既設利用する現況樋門との接続
距離が最短となる左岸側へ配置し，全面改修すること
とした。
　なお，常時排水ポンプは前歴事業と同様に設置する。

　しかし，本地域は，感潮湖である網走湖の後背地に
位置していることから，年間を通して排水先となる網
走湖の常時外水位が常時内水位よりも高くなることが
多く，自然排水だけでは十分な効果が期待できない状
況となっている。
　このため，旧機場では，洪水時用ポンプ（φ 1,300
×２台）に加えて常時用ポンプ（φ 700 ×１台）を設
置（写真−２）し，網走湖の常時外水位が常時内水位
よりも高くなり，自然排水が不可能となった場合は，
平常時であっても常時用ポンプによる機械排水により
対応している。

（２）本郷排水機場の稼働状況
　排水機場の運転期間は，融雪が始まる４月から作物
の収穫が終了する 11 月までの期間となる場合が多い
が，その運転期間のうち洪水期（６～ 10 月）を除く

写真−１　旧本郷排水機場

写真−２　旧本郷排水機場ポンプ室

表−１　旧本郷排水機場施設諸元

図−３　排水機場の運転期間と新旧機場切替期間
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約を受けることになる。
　このため，現在，現況樋門と接続している旧機場吐
水槽の構造物取壊し工事，新たに現況樋函と接続する
接続函渠の工事については，旧機場の運転休止期間で
ある 12 月上旬から３月下旬までを工事期間として検
討する必要があった。

（４）接続函渠施工における必要工期の検討
　接続函渠の施工に係る工程は，①旧機場吐水槽の取
壊し，②新機場接続函渠基礎杭打ち込み，③新機場接
続函渠底盤コンクリート打設，④新機場接続函渠側壁
天端コンクリート打設，⑤新機場接続函渠埋め戻しの
順で施工することになる。
　この一連の施工工程について検討したところ，旧機
場の運転休止期間である 12 月中旬から３月中旬まで
の期間での単年度施工は不可能であることが判明した

（図−６）。
　このため，当初想定していた単年度施工から２カ年
施工に施工計画を変更し，１年目は旧機場吐水槽に影
響を及ぼさない範囲まで接続函渠を施工し，２年目に
旧機場吐水槽の取壊し及び接続函渠（残分）を施工す
ることとした（図−７）。
　これにより，旧機場の運転に影響を与えない工程で
の新旧機場の切り替えが可能となった。

（２）全体工程
　本排水機場の改修に係る全体工程は，平成 22 年度
から平成 27 年度までとし，新旧機場の切り替えに影
響を及ぼさない設備から改修に着手している。
　平成 22 年度には取付水路，平成 23 年度には吸水槽
や吐水槽等の土木構造物，平成 24 年度から平成 25 年
度にかけては建屋の建築及びポンプ機械設備の製作据
付，その後，平成 26 年度に現況の本郷樋門との接続
函渠の施工を行い，平成 27 年度に旧機場の撤去及び
周辺整備を行う計画とした（図−４）。

（３）接続函渠の施工における問題点
　機場の全面改修にあたっては，旧機場に隣接して新
機場を建設するため，基本的に旧機場の運転期間の制
約を受けずに施工することが可能である。
　しかし，新機場において現況樋門と接続することに
なる接続函渠（図−５）の施工に関しては，前述のと
おり現況樋門を既設利用するため，新旧機場で排水先
が同一となり，施工にあたって旧機場の運転期間の制

写真−３　現況の本郷樋門

表−２　新本郷排水機場施設諸元

図−４　全体工程

図−５　接続函渠平面図

図−６　接続函渠の必要工期
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い範囲という条件から施工範囲を決定し，接続函渠の
おおよそ３分の２程度を施工範囲とした。
　接続函渠基礎杭の施工にあたっては，新旧機場に囲
まれた狭い範囲での施工となる。特に杭打ち時には新
旧機場に影響を及ぼさない様に施工を行った。
　また，１年目と２年目の函渠接続の検討を行ったと
ころ接続時における鉄筋の必要重ね合わせ長が確保で
きない事が判明したため，２年目の施工を考慮し，機
械式継手を行うことを前提とした施工を行った（写真
−６）。

（３）接続函渠工事（２年目）の実施状況
　２年目の施工は，旧機場吐水槽の取壊し及び接続函
渠（１年目施工残分）を施工範囲とし，旧機場の運転
休止期間である 12 月中旬から３月中旬までの期間に
施工を完了することとした。
　施工にあたっては，特に旧機場吐水槽の取壊し時に
既設利用を図る現況樋門に影響が生じないように人力
により丁寧にコンクリートのはつり工を行い，細心の
注意を払いながら取り壊し作業を進めた（写真−７）。
　また，１年目に施工した機械式継手の使用に際して

４．接続函渠工事の実施状況

（１）排水機場改修の実施状況
　本排水機場の改修は，平成 22 年度の着手から，平
成 25 年度までに接続函渠を除く全ての施設を完成さ
せている（写真− ４，５）。

（２）接続函渠工事（１年目）の実施状況
　１年目の施工は，旧機場の吐水槽に影響を及ぼさな

図−７　接続函渠の施工区分図

写真−４　新設本郷排水機場外観
（奥側右は旧本郷排水機場）

写真−５　新設本郷排水機場内部
（洪水用ポンプ　1,500mm×３台）

写真−６　１年目工事完了
（接続函渠より旧吐水槽及び本郷樋門を望む）

写真−７　人力はつり状況（既設利用の樋函）
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は，施工性を考慮しモルタル充填継手とし，施工前に
は事前に引張試験を行い，強度の確認を行った。更に
現地での施工は事前に技術講習を受講した「機械式継
手作業資格者」が行い，品質の確保を行いつつ施工を
行った（写真−８）。

５．今後の予定

　平成 27 年３月までに接続函渠の施工を完了し，新
旧機場の運転切り替えを終えた。
　平成 27 年度には，旧機場建屋・機械設備の撤去と
新機場の周辺整備を実施し，本排水機場の改修を完了
し，平成28年度からは施設の本格的な供用を開始する。

６．おわりに

　本排水機場は，平成 22 年度から工事着手し，現在，
平成 28 年度からの本格的な供用開始に向け進捗が図
られている。
　改修した排水機場の供用開始にあたり，これまで設
計及び工事施工にあたって多大な苦労とご協力をいた
だいた数多くの方々にこの場をかりて改めて感謝を申
し上げたい。
　また，今後，本事業が早期に完成し，農業経営の安
定と地域農業の振興の一助となることに期待し，本報
告を終わる。

写真−８　機械式継手施工完了
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　現在，クラピアは３品種が種苗法によって登録され
ており，表−１に示すように S１，２及び K５といった
名称で販売されている。S１は最初に商品化された品
種で，最も多く流通している。S２は花の色がピンク
であるため，茎葉の緑とともに美しい景観を形成する
ことができると評価されている。K５は生育が S１及
び S２に比べてやや遅いが，温暖過湿時に S１及び S２
で時折発生する葉枯れ病に強い耐性がある。

（２）クラピアの特徴
①短時間かつ緻密な被覆
　クラピアはシバの約 10 倍の速度で横に広がり，茎
葉が緻密なマット状に生育するため，図−２に示すよ
うに，飛来してくる雑草種子が根付きにくくなり，雑
草を抑制することができる。

１．はじめに

　河川堤防や大規模な用排水路等が整備される際，法面
の土壌浸食を防ぐため，シバ及びマツバギク等の緑化植
物が植栽される。しかし，これらの緑化植物は時間の経
過とともにセイタカアワダチソウやヨモギ等の雑草に置き
かわり，雑草が広がってしまうという問題が生じている。
　草高の高い雑草が繁茂すると堤防や用排水路の法面
に発生している亀裂や滑り等を発見し難いため，堤防
等の管理者は定期的に除草を行う必要がある。この為，
高額な除草費用を用意しなければならず，その費用の
低減が課題となっている。
　本稿では，除草費用を低減する技術として，雑草抑
制効果を持ち，良好な景観を形成する緑化植物「クラ
ピア」を吹付技術で植栽する「クラピア吹付緑化工法」

（以下，「吹付工法」という。）について，報告するも
のである。

２．クラピア

（１）クラピアの開発と品種
　クラピアは宇都宮大学の講師であった倉持仁志が，
我が国の在来種であるクマツヅラ科イワダレソウ属イ
ワダレソウを品種改良したもの
である。イワダレソウは，本州（関
東地方の南部以西）・四国・九州・
沖縄の海岸に自生している 1）。図
−１にイワダレソウのイラスト
を示す 2）。

【報　文】
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図−１　イワダレソウ
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表−１　クラピアの品種

図−２　クラピアによる雑草抑制の仕組み
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示すようにマット状に切出し，それを専用の切断機で
カットし，写真−２のような長さ４cm 程度の吹付用
カット苗（以下，「カット苗」という。）を作成する。
また，カット苗は作成場所から施工現場への輸送中の
傷みを防ぐため，冷蔵状態で輸送される。なお，カッ
ト苗の製造方法と吹付資材の配合が吹付工法の特許と
して登録されている４）。

②吹付資材
　カット苗を吹付用客土，添加剤及び水と混合し，ス
ラリー状の吹付資材とする。吹付資材には吹付後の侵
食防止及び乾燥対策等を確保するため，侵食防止剤及
び保水剤等を添加している。そして，その吹付資材を
客土吹きの吹付機械で施工する。吹付け厚の設計仕様
は１cm としている。
③施工
　吹付機械はコスト削減のため，一般的な客土吹付
機械を使用している。日施工面積は条件によるが約
500m2 である。写真−３に吹付機械，写真−４に吹付
工法の施工状況を示す。
④施工条件
　施工可能な法面の勾配は 1：1.5 より緩い場所である。
但し，それより急勾配であってもネット等の対策を取
れば施工可能である。

②低い草高
　クラピアの草高は条件によって異なるが，大半は
30cm 以下であり，クラピア自身の刈込み作業がほと
んど不要である。
③耐アルカリ・耐酸性・耐塩性
　クラピアは，土壌 pH4 ～ 11.5，電気伝導度（EC）
10 程度であっても生育する。しかし，土壌条件が不良
な場合には，クラピアの生育速度は低下する。
④地上ほふく茎による増殖
　クラピアは種を作らず地上ほふく茎で広がる。この
ため，クラピアが植栽地から離れた農地等に侵入する
可能性はほとんどない。
⑤多年草
　一度植栽し適切に管理すれば，多年草のため経年で
生育する。関東平野部以西では冬期にシバと同じく冬
枯れするが，春には再び生育する。なお，生育適地は
５月から 10 月の月平均気温が 15 度以上の地域である。
⑥耐踏圧性
　シバと同程度の耐踏圧性がある。踏まれた場合，花
は咲きにくくなるが，茎葉が矮化し，より緻密なマッ
ト状になる。
⑦美観
　関東平野部以西では５～ 10 月にかけて直径１cm 程
度の花を一面に付けるため，良好な景観を形成する。

３．生物多様性の確保

　法面等の雑草抑制のため，従来から利用されている
植物にクラピアと同じクマツヅラ科のヒメイワダレソ
ウがある。しかし，ヒメイワダレソウは「侵略性が高く，
我が国の生態系，人の生命，身体，農林水産業に被害
を及ぼす又はそのおそれのある外来種」として，2015
年に重点対策外来種に指定された 3）。
　このため，ヒメイワダレソウの利用を避けることが
求められており，雑草を抑制する被覆植物の選定に
当っては，クラピアを含む我が国に固有の植物を活用
していく必要がある。

４．クラピアによる緑化

（１）クラピアの植栽方法
　クラピアの植栽方法は２種類ある。一つは，ポット
植栽であり，もう一つが吹付工法である。
　ポット植栽は，人力で 1m2 当り４ポット植栽するも
のであり，吹付機械が進入できないような狭い場所で
も施工が可能である。
　一方，吹付工法は吹付機械を使用するため，大面積
での施工に適する工法である。
（２）吹付工法
①吹付用カット苗
　吹付工法では，畑で育成したクラピアを写真−１に

写真−１　マット状のクラピア

写真−２　吹付用カット苗
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することによって雑草を抑制するものであり，被覆が
進む以前の段階では除草作業が必要である。本試験の
場合には，吹付した約２ヵ月後に除草を行った。

（２）結果
　図−３に示すようにクラピア有区では，吹付後約
２ヶ月の９月初旬には，クラピアによる被覆率が 95%
程度になっていた。その後も，ほぼこの被覆率を維持
していた。緑化工の成績判定の目安は㈳道路協会の指
針によると，施工３ヵ月後で 70 ～ 80% とされている 5）。
そのため，本試験のクラピアは，この基準を満足して
いると評価できる。図−４に示すように，クラピア無
区では６月下旬の雑草刈払後約３ヶ月の 10 月後半に
雑草被覆率が 15% 程度に達していた。一方，クラピア
有区の雑草は最大５% 程度であり，このことからクラ
ピアによって，雑草が十分に抑制されていると言える。
なお，12 月以降クラピア無区の雑草被覆率が減少して
いるのは，それまで生育していた雑草が枯れ始めたた
めである。

　クラピアは日平均気温 15 度以上で生育するため，
11 月初旬までにクラピアの被覆を確保する観点から，
関東平野部以西では２月～６月までに施工することが
望ましい。

５．実証試験その１「吹付工法による雑草の抑制効果」

（１）目的と概要
　吹付工法によるクラピアの生育や雑草の抑制等を確
認するため，表−２に示す地区において実証試験を実
施した。

　試験区は，従来，畑として使用されていたが，試験
直前にはタデやイネ科等の雑草が生育していた。その
ため，刈払等の雑草処理を行った。
　試験区においては，表−３に示すようにクラピアに
よる雑草抑制の効果を検証した。検証に当っては，月
１回程度，目視によりクラピアと雑草による試験区の
被覆率を把握した。
　なお，クラピアは図−２に示すように地表面を被覆

写真−３　吹付機械

写真−４　施工状況

表−２　実証試験地区の概要

（注）刈払後に蒸気による地表面の熱処理を行った。

クラピア
有区

クラピア
無区

表−３　施工内容

図−３　クラピアの被覆率

図−４　雑草の被覆率
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　アルカリ性土壌のエとオでは，クラピアの被覆率が
概ね 60% に達するまでに約 120 日を要していた。この
結果から，中性土壌のア，イ，ウと比べて 50 日程度
遅くなっていることがわかる。一方，クラピアの被覆
率が 60% 程度に達しているということから，アルカリ
性土壌を緑化する植物としてのクラピアには一定の有
効性があると考えられる。写真−６にエのクラピア植
被率約 60% の植生状況を示す。

　アルカリが最も高い pH9 のカの被覆率の推移は，中
性土とほぼ同等であった。カは農業用水水路底の土を
浚渫し，セメント改良して護岸に使用した場所であっ
た。農業用水路底の土壌は農地から流れ込んだ栄養分
が長年の間に堆積し，栄養分が豊富な土壌であったと
考えられる。そのため，アルカリ性土壌であっても必
須養分が十分にクラピアへ供給され，クラピアが中性
土と同様に成長したと考えられる。写真−７にカのク
ラピア植被率 90% の状況を示す。
　このことから，アルカリ性土壌に対して吹付工法を
適用する場合，クラピアの成長を促す十分な栄養分を
供給しておくことが重要であると言えよう。

６．実証試験その２「アルカリ性土壌でのクラピア

 生育状況」

（１）目的と概要
　堤防や用排水路の法面の強度を高くするため，土壌
改良材を土壌に添加する場合が多く，結果として，土
壌のアルカリ性が強くなる。土壌がアルカリ性に傾く
とホウ素や銅等の養分が土壌粒子に吸着されて，植物
が養分を吸収しにくくなり，生育が阻害される。この
ため，土壌が中性及びアルカリ性の状態にある場合，
クラピアの生育がどのように異なるかを検証した。
　具体的には，吹付工法によるクラピア植栽地におい
て，中性土壌とアルカリ性土壌で，クラピアの生育状
況と被覆率がどのように異なるか検証するものであ
る。実証試験地の状況は，表− 4 の通りである。なお，
中性土壌は pH8.0 以下，アルカリ性土壌は pH8.1 以上
とした 6）。

（２）結果
　実証試験地アからカまでの６ヵ所におけるクラピア
の被覆率の変化を図−５に示す。図の横軸は，クラピ
アが生育する日平均気温 15℃以上の日を施工日から累
積した日数である。この場合，それぞれの実証試験地
において，日平均気温が 15℃以上に初めて到達した日
を１日目として，それ以降も日平均気温 15℃以上の日
を加えていった。
　中性土壌のア，イ，ウでは，吹付後約 80 日でクラ
ピアの被覆率が 80% 以上になり，満足できる結果が得
られた。写真−５は，アの状況であり，被覆率は 90%
程度である。

表−４　実証試験地

図−５　中性土壌及びアルカリ性土壌でのクラピア被覆率

写真−５　アの植栽状況　クラピア植栽枠内
（日平均気温15℃以上66日目　７月28日）

写真−６　エの植生状況　クラピア植栽枠内
（日平均気温15℃以上123日目　８月25日）
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円～ 1,400 円程度となる。ポット植栽（１m2 当りφ９cm
×４ポット）では，人力で行うことから，１m2 当り 2,100
円程度になる。
　一方，従来の緑化植物であるシバの全面張りでは，
１m2 当り 1,400 円程度となっており，初期費用では吹
付工法もシバの全面張りもほぼ同程度と言える。
　維持管理費は，施工した１年目のクラピアの場合，
クラピアが被覆するまではシバの全面張りと同程度で
ある。
　しかし，クラピアが被覆する２年目以降は雑草の生
長が抑制されるため，被覆地において除草回数を減ら
すことができる。また，除草量の減少が見られるといっ
た評価を関係機関から得ている。今後，クラピア被覆
後の維持管理における除草量の減少の度合や費用など
の評価を行いたいと考えている。

９．おわりに

　河川堤防や大規模な用排水路等の法面において，雑
草の発生を抑制する緑化植物としてクラピアを利用す
ることが有利であることは，先に述べたとおりである。
また，対象面積が大規模な場合には，吹付工法を採用
することによって，初期費用の低減を図ることができ
る。
　一方，今後，クラピアと吹付工法を普及していくた
めには，取り組まなければならないいくつかの課題が
あると考えている。
　一つは，クラピアの生育温度による適用地域の制約
という課題である。２の（２）の⑤で述べたように，
クラピアが生育するのは日平均気温 15 度以上である
ため，関東の南部で年度末に植栽された場合，クラピ
アが地表面を被覆するのは７月頃である。その結果，
それまではクラピアで十分に被覆されていない箇所は
侵食が起きる可能性がある。この時期には梅雨があり，
多量の降雨に見舞われる場合もある。このことに対す
る対処方法として，年度末の 3 月に植栽しても概ね 1 ヵ

７．吹付工法の施工実績

　吹付工法のこれまでの施工実績は，表−５に示すと
おりである。クラピア吹付を施工した愛知県宅地造成
工事の土壌改良地や佐賀県筑後川下流右岸農地防災事
業の盛土はセメント系固化材を混合しており，岐阜県
昼飯大塚古墳保全整備工事は石灰系盛土材であった
が，クラピアの成長は満足できるものであった。
　また，松山市の史跡葉佐池古墳整備工事においては，
工事後にボランティアが公園の除草を含む維持管理を
行う予定のため，作業の軽減が要望されていた。吹付
工法の施工後，除草回数を減らしたり，１回の除草作
業量自体が軽減されたという評価が市の関係者からな
されている。

８．費用の検討

　吹付工法の初期費用は，施工箇所の広さや傾斜等に
よって異なるが，事前の雑草費用を含まない 10,000m2

程度の土地を対象に試算すると，概ね１m2 当り 1,300

写真−７　カの植生状況　クラピア植栽枠内
（日平均気温15℃以上80日目　６月17日）

表−５　吹付工法の施工実績
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月後に地表面を被覆するが，夏にはクラピアに置き換
わる被覆植物とクラピアを一緒に吹付ける実験を行っ
ており，一定の成果を得ている。
　また，６の（2）のカで示したように，アルカリ性
の土壌であっても，適切な肥料を添加することで，ク
ラピアの成長を促すことができるということが期待さ
れる。このため，アルカリ性土壌に吹付けたクラピア
に対する適切な肥料設計を特定し，中性土壌でのクラ
ピアの成長と変わらぬ成長をアルカリ性土壌でも期待
できるようにしていく必要がある。
　最後に，実証試験その２では，農林水産省筑後川下
流右岸農地防災事業所からクラピアのポット植栽と吹
付工法におけるクラピアの成長に関する比較や吹付の
実施工において留意する事項など様々な指導を頂い
た。ここに感謝の意を表する次第である。
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うち２基は廃止・譲渡のため対象外）のうち，187 基
に地震計を設置しており，残り１基についても設置を
計画している。
　これらの地震計を常時健全な状態に保ち，予期せぬ
時に発生する大規模地震の強震動データを確実に保存
するためには，それぞれのダムの管理者および関係者
がその地震計システムの特徴を把握し，適切な設定操
作やデータ回収などの作業を行う必要がある。
　そこで，これまでの経験を生かし，地震計の適切な
更新や定期的なメンテナンスも含めて，地震動データ
を適切に保存・集約できる体制整備の確立が急務と
なっている。
　本報では，地震動データ取得においてこれまで生じ
ていた課題や現在の地震計設置の考え方を整理し，そ
れらを踏まえ，大規模地震時も想定した今後の農業用
ダムにおける地震計観測記録の整理・管理手法および
保存・集約手法，さらに全国統一的に運用していくた
めの体制整備の確立に向けた検討状況を報告する。

Ⅱ．農業用ダム地震計システムにおけるこれまでの課題

　大規模地震発生時の強震動データは，地震時のダム
の動的挙動や被災機構などを把握する上で不可欠な情
報である。しかしながら，記録媒体の保存容量の限界
などといった計器の問題や人為的なミスなどによっ
て，本震時の最も重要な情報が失われる危険性がある。
　以下に農業用ダム地震計において過去に発生した課
題を挙げる。なお，ダム地震計システムの典型例を図
−１に示す。

１．人為的なミス①
　ダム地震計の点検後に，待機状態にしなかったため
にトリガーがかからず地震記録が取得できなかった。

Ⅰ．はじめに

　農林水産省では，国営土地改良事業により造成した
農業用ダム（以下「農業用ダム」という。）を対象に，
国土強靱化の観点から，土地改良長期計画に基づき，
機能診断に基づく健全性の評価と，レベル２地震動に
対する耐震性能照査を併せて行う安全性評価を平成 24
年度より実施している。
　農業用ダムの安全管理上はもとより，安全性評価を
推進する上でも，地震発生時の動的挙動の実態把握は
不可欠であり，今後の耐震設計手法の高度化を図るた
めにも，地震計の観測記録データ（以下「地震動データ」
という。）の集積や，地震動データを活用した被災ダ
ムに関する評価・分析が重要である。
　しかしながら，阪神淡路大震災や東日本大震災等，
過去の大規模地震発生時において被災した農業用ダム
のうち，地震計のメンテナンス不足や未設置等により，
地震動データを得られていないダムも見受けられた。
そのようなダムでは，未曾有の大規模地震により，一
部のダムにおいては水源として供用できなくなり，被
災原因の解明およびそれに基づく改修が必要となった
が，地震動データがなく，被災の原因やそのメカニズ
ムの解明が困難な状況となった。
　こうしたことを踏まえ，農林水産省では，平成 24
年度補正予算により地震計および地震計システムを設
置・更新し，現在までに農業用ダム 190 基（ただし，
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用メモリーを有しており，管理制御用 PC とも連動し
ているため，また東北地方太平洋沖地震での経験を踏
まえた改良が行われているため，２．３．４. といった
課題は発生の可能性が低くなっているものと考えられ
る。このことから，地震計システムについては可能な
限り最新のものに更新を行う意義があるといえる。

Ⅲ．農業用ダムにおける地震計の設置基準

　農業用ダムにおける地震計の設置に関しては，土地
改良事業計画設計基準・設計「ダム」１）において，以
下の留意事項が記載されている。
　また，以下のことにより，まずは，「地震発生後のダ
ムの臨時点検を行うか否かの判断を行い，」次に，「地震
時の動的挙動の実態を明らかしてダムの安全管理に資
するとともに，今後の耐震設計手法の高度化のために，
地震波に対するデータ（地震の加速度波形）を集積し，
ダムの動的応答解析等の高度な解析の実施に役立つ資
料を提供するよう努める必要がある。」としている。
１．フィルダム編（p. Ⅱ− 383）
　堤高 30 ｍ程度の均一型及び 50 ｍ以上のゾーン型
フィルダム，あるいは特殊な設計のダムでは，堤体の
最大断面部の基礎地盤と天端中央の最低２箇所以上，
それに加えて堤体振動の影響が及ばない地山にも設置
することが望ましい。また，堤体中（基礎地盤から 0.6H
より上），左右岸地山，天端と地山の交点等に必要に
応じて増設する。
２．コンクリートダム編（p. Ⅲ− 280）
　全てのダムで地震計を設置することが望ましい。設
置位置は，基礎地盤付近の監査廊内，及び堤体天端中
央付近に設置する。また，必要に応じて地山基盤の安
定した位置，又はリムダラウチングトンネル内に設置
する。トンネル内の場合，少なくとも岩盤表面より 20
ｍ以上奥に設置する。なお，堤体天端の地震計につい
ては，洪水吐ピアなどの特殊な構造物付近は避けるこ
とが望ましい。

　なお，近年では，維持管理という観点だけではなく，
防災・減災の観点からも，各ダム地点の震度や正確な
地震動データを速やかに把握し，ダムの被災や地域の
被害を防止・軽減することが望まれている。
　また，公的機関が設置するダム近隣の地震計観測値
とダム地点における地震計観測値が大きく異なる場合
がある。これは近隣地震計とダム地点地震計の設置地
盤の振動特性が異なることに起因しており，仮に両者
が距離的に近い場合でも異なる可能性がある。よって，
ダムサイトにおける正確な地震動データを収集し，そ
れを有効に活用する必要があることから，適切に地震
計を管理する必要がある。
　よって，今後は維持管理の観点だけではなく，防災・

２．人為的なミス②
　地震計システムとしては印刷および電子媒体での両
方が保存できる仕様になっていたが，印刷出力のみを
参考とし，電子媒体の保存は確認しなかったため，電
子媒体での保存が行われないモードになったまま稼働
されていた。よって本震記録において電子媒体での
データの取得ができなかった。
３．余震データの上書きによる本震データの喪失
　データ容量不足と地震記録の保存設定が時間順の上
書き設定（データ容量がいっぱいになると古い地震
データから上書きされる設定）となっていたため，繰
り返す余震によって本震データが上書きされ消去され
てしまった。
４．想定外の地震による機器動作の不具合
　通常，最長記録可能時間が設定されているが，その
想定を上回る継続時間の長い地震が発生したため，地
震記録の一部が欠損した。
５．地震計性能の劣化
　長期供用に伴い地震計のダンパー用のオイル（地震
計の固有周波数における過度な共振を防ぐための緩衝
用）が漏出していたが，見かけ上は地震波形記録が取
得されていたため，そのまま使用していた。大規模地
震発生後に点検したところ，そのような劣化が生じて
おり正確な計測ができていないことが分かった。
６．停電による故障
　地震発生時に停電となり，監査廊の排水装置が停止
したため，監査廊設置の地震計が浸水により故障した。

　大規模地震による被害・影響の規模や，管理者およ
び関係者も被災者となる可能性があることも考える
と，不可抗力の部分もあるが，以上のような課題につ
いては，すべて基本的には管理者および関係者の意識
と努力によって未然に防ぐこと，あるいは問題を事前
に検知し対応を検討することが可能であり，管理者お
よび関係者が地震計とそのデータの管理について，一
定の意識を根付かせることが重要である。
　なお，近年，農業用ダムにおいて整備された地震計
システムについては，電子記録で保存され，十分な専

図−１　ダム地震計システムの典型例
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Ⅴ．農業用ダム地震計観測記録の保存・集約手法

１．メール配信システムを用いた地震計情報の集約
　近年，設置・更新された地震計システムについては，
携帯電話回線網を用いたデータ通信機能が付与されて
いる。この機能は，通信量および通信速度の制限から，
地震時の波形情報全てをリアルタイムに送信できるも
のではないが，震度や最大加速度等の代表値に関する
情報を発信することができるものである。大規模地震
発生時においては，一時的な停電や携帯電話回線網の
停止なども懸念される。よって，波形情報全てではな
く代表値という限定的な情報のみを共有するというこ
とは，災害直後において比較的安全な方法であり，初
動体制の整備の観点からも有効と考えられる。

減災の観点からも，設計基準に地震計の設置が義務づ
けられていなくても，全ての農業用ダムに地震計を設
置し，国自らが全国統一的に直接管理していくことが
必要である。

Ⅳ．農業用ダム地震計観測記録の整理・管理手法

　Ⅱ．Ⅲ．のような状況を踏まえ，各ダム地点の震度
や地震動データを確実に把握・集約するためには，ダ
ム地震計や観測記録の情報に関する標準的なフォー
マットを作成するとともに，そのデータベース化が必
要である。大規模地震発生時には，通常のダム管理者
や所管担当者以外のものがその点検調査等の対応にあ
たることも想定される。そのような場合に，ダム地震
計や観測記録の情報が統一的なフォーマットで，関係
者間に情報共有されていることが必要と考えられる。
また，地震計観測記録の波形情報を図化し整理する事
は，地震計の稼働状況や健全性に関して確認を行なう
ことにもつながり，大規模地震発生という肝心な時に，
地震計に不具合が発生したまま放置されていた，とい
うような状況を回避するためにも有効な管理方法と考
えられる。
　よって，地震計観測記録とその波形情報についても，
整理および表示方法について，一定の標準的な方法を
提示することが必要である。ただし，そのためのソフ
トウェア等のツールが整備されていない地区も想定さ
れることから，図化および解析評価を行うための手法
の整備も必要と考えられる。
　ここでは，標準フォーマットとデータベース化に関
する検討状況を述べる。地震計からの情報集約の体制
や，その観測記録の波形情報の図化および解析評価に
関する検討状況は次項Ⅴ．で述べる。
１．ダムおよび地震計の諸元情報の統一フォーマット
による整理（表− 1）

　ダムおよび地震計の諸元情報については，日本大ダ
ム会議の地震観測記録の標準フォーマット２）が，一般
的に使用されているフォーマットとして存在している
ことから，これらの項目について全ての情報を含むよ
うに整理を行った。項目の事例を表− 1 に示す。
２．データベース化による諸元情報の管理（図− 2）
　既存のシステムを活用し，１．の諸元情報を随時集
約の上，必要に応じて表示や参照ができるようにデー
タベース化を行った。また，過去に整備された農業用
ダムデータベースやダム台帳等の情報を参考にし，基
本的なダム諸元や各種図面についても対応できるよう
に設定した。
　さらに，前述Ⅱ．での課題等も踏まえ，管理上の問
題に対応できるように，波形データの上書き設定の仕
様など，地震計の設定や管理状況などの情報について
も管理できるようにしている。

表−１　標準フォーマットに含まれる項目例

図−２　データベース表示例
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れた気象庁震度階が４以上」）の地震発生後には，ダ
ムの臨時点検結果と併せて，震度と最大加速度等の情
報が農林水産本省に集約されることになっているが，
波形データの確認やその集約については，全国統一的
には行われていない。
　Ⅴ．１．と同様に，地震計が健全な状態に保たれて
いるか，また地震波形データが確実に蓄積されている
かを確認するために，地震波形データについても，一
元的な保存と管理ができるようにデータサーバを構築
しておく必要がある。
　また，今後の耐震設計手法の高度化に資するために
も，一定の方法で図化および解析評価が行えるような
体制整備も必要である。具体的には，保存された地震
波形観測記録ファイルをそのフォルダ構造や各メーカ
のファイル形式に対応しながら，Ⅳ．のダムおよび地
震計の諸元情報に関するフォーマットと同様に日本大
ダム会議の標準的な図化フォーマットに従って自動的
に図化し（図−５），地震時の動的挙動の把握のため，
再現解析等の参考指標となるスペクトルやスペクトル
比といった地震動応答特性等による評価３）ができるよ
うな体制の整備を検討中である。
　このような解析評価は，ダムの振動特性に関する知
見の蓄積につながり，耐震設計手法や安全性評価に関

　そこで，メール配信システムの活用と情報共有化を
図るため，既存のメーリングリストシステムを活用し，
大規模地震発生時の各ダム地点の震度や最大加速度を
任意の関係者が情報共有できるシステム（地震計メー
ル配信情報共有システム）を構築した。現在，各ダム
でのメール配信システムの整備状況を調査・集約中で
あり，現時点でメール配信システムを有しないダムが
あることは判明しているが，将来的な対応に備えて全
てのダムに対応できるものとしている。
　これにより，図−３の全国統合メール再配信システ
ムへの登録者は，全ての登録ダムについて，大規模地
震発生時に震度と最大加速度の情報が入手可能とな
り，大規模地震発生後の迅速な支援対応などができる
ようになると考える。

　また，大規模地震発生時だけではなく，毎月１回の
保守メールを配信する機能も稼働させることができ
る。これにより，地震計の稼働状況の定期的な確認が
可能となる。さらに，この機能と地震計メール配信情
報共有システムとを連動させれば，全てのダム地震計
の稼働状況を情報集約し，確認することが可能となる。
　このように，メール配信システムを活用し，積極的
に配信情報を共有することは，ダムの地震履歴に関す
る情報を共有できるだけでなく，ダム地震計の健全性
の観点からも有効と考えられる。
　なお，現在ではモバイルルータなどの普及により農
業用ダムが立地するような郊外においても，無線通信
回線等の導入が容易になり，その導入およびランニン
グコストも年々下がりつつある。ダム地点での地震動
を考える際には，震度と最大加速度だけでなく，継続
時間なども重要な項目であることから，今後は波形情
報についても情報共有の可能性について検討を行って
いくことも必要と考える。
２．地震波形データの保存，図化および解析評価手法
の整備（図− 4）

　一定規模以上（「ダム基礎の地震計最大加速度が
25gal 以上」もしくは「ダム地点周辺気象台で発表さ

図−３　地震計メール配信　情報共有システムの概要

図−５　自動図化表示例

図−４　地震波形データの保存・集約イメージ
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震波伝播特性評価と経年変化監視への適用性，農
業農村工学会，pp.627−681，（2013.8）

４） 建設省土木研究所ダム部ダム構造研究室：ダムに
設置する地震計の設置位置・設置方法，ダム技
術，126，pp.56～57（1997.3）

する技術の高度化に資するだけでなく，継続的にかつ
頻度高く適用することによって，地震計そのものの健
全性の確認にも繋がることが期待される。

Ⅵ．おわりに

　地震計の観測記録は，大規模地震発生時の対応およ
び対策のためだけではなく，ダムの動的挙動把握のた
めの再現解析に用いるなど，安全性評価や機能診断に
おいても重要な情報となり，ダムの安全管理と耐震設
計手法の高度化に必要不可欠なものである。
　そのため，地震計は常時最良の状態に維持され，ま
た更新に当たっては最新かつ最良のものを選定するこ
とが必要である４）。東北地方太平洋沖地震を経て，最
新の地震計システムは本震の継続時間が長く，またそ
の後も間断なく余震が繰り返すような大規模地震も想
定されており，従前より安定的に観測記録を保管でき
るようになった。しかしそれでもなお，今般の熊本地
震のように大規模地震が長期にわたり頻発するような
想定以上の地震も現実に発生するため，大規模地震発
生後においては，人命最優先の上，関係者が可及的速
やかに一連の観測記録を回収し，確保する必要がある。
　今後，東海・東南海・南海地震等の大規模地震が懸
念される中，大規模地震が発生した際に，国自らが広
範囲のダムを対象に実際にダムの受けた振動や波形を
速やかに把握し，そのデータを基に迅速かつ効率的に
技術派遣等の，初動体制の構築やその被災原因の究明，
対策の検討等を行うことのできる体制を事前に整備し
ておく必要がある。
　また，このような有事の際に適切な対応を行うとい
う観点からも，平時より通常地震の観測記録について
も管理を適宜行うことは重要である。その作業は個々
の地震計システムの容量などの仕様や機能，操作方法
の十分な把握につながるものであり，その経験に基づ
けば，有事の対応手順を適切に策定できるものと考え
る。
　本報では，地震計システム・観測記録の体制整備の
確立に向けた昨年度までの検討状況を報告したが，今
年度においては実運用のためのマニュアルを作成し，
それに基づく体制の構築および試行運用を行う予定で
ある。今後も引き続き，ダム管理者および関係者の方々
には御理解・御協力を賜れれば幸いである。

【引用文献】
１） 農林水産省農村振興局：土地改良事業計画設計基

準　設計「ダム」基準書・技術書（2003.4）
２） JAPAN COMMISSION ON LARGE DAMS：

ACCELERATION RECORDS ON DAMS AND 
FOUNDATIONS，No.2（2002.4）

３） 黒田清一郎，増川　晋，田頭秀和：土構造物の地
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に切り込みを入れた後，40 × 40mm 角の鋼製治具を
エポキシ樹脂等で対象面に接着し，治具を垂直方向に
引っ張り対象の破壊荷重を測定する付着強度試験に
よって行われる。このような単軸引張試験から得られ
る試験値は「付着強さ」，「接着強さ」と呼ばれること
が多いが，農業用開水路を対象とした各種マニュアル
では「付着強度」に統一されている１）, ２）。本報でもこ
れら試験値を「付着強度」と呼ぶ。

１．はじめに

　無機系被覆工法（以下被覆工と呼ぶ）は，摩耗劣化
等が進んだ開水路の主要な補修工法の一つである。よ
く似た補修工法に断面修復工法があるが，その評価は
被覆工と似通っており以下の考察は断面修復工法にも
適用できる。」
　被覆工の施工後の付着性の品質管理には，被覆面
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は，後で述べるように被覆材と旧コンクリート等から
構成される複層材料の付着性の確認・評価を目的とし
て行われる。また，区分としては，試験１は被覆材料
の付着性の確認を目的とし，試験２，３は施工時の下
地または被覆工の付着性の確認を目的とする。
２．２　試験方法
　表−１の中で被覆材料の品質確認を目的とする試験
１は JSCE-K 561 に従う１）。一方，施工管理を目的と
する試験２および３は，JSCE-K 531 に準拠した試験
を行う２）。両者は単軸引張試験であり，基本的な試験
方法に差異はないが，細かい点は異なる。ここでは，
試験方法の差異について述べる。表面被覆工の単軸引
張試験の試験方法の問題点は文献３）に整理されてい
るので参考にされたい。
　表面被覆工の付着強度試験規準としては，①ポリ
マーセメントモルタルの試験方法（JIS A 1171），②
コンクリート構造物用断面修復材の試験方法（案）

（JSCE-K 561-2013）４），③表面被覆材の付着強さ試験
方法（案）（JSCE-K 531-2013）５）が代表的な試験方法
である。他にも，鉄道，高速道路会社３社等の各機関
が独自の試験方法を定めているが，それらは JSCE-K 
531 に基づくものが多い６）, ７）。被覆工の付着強度試験
が関係する JSCE-K 561（以下 K 561）と JSCE-K 531

（以下 K 531）の試験方法の違いについて表−２に示す。
なお，K 561 および K 531 は被覆材料の付着性を確認
するための室内試験である。被覆工施工後の品質管理
として行われる付着強度試験は，K 531 に準拠して行
われる現場試験であり，使用する引張試験機等が異な
るため，参考として表−２に追加した。

　「付着強度」に用語を統一することは好ましいが，
単軸引張試験の測定値は被覆工の真の付着強度を意味
しない。単軸引張試験から求まる測定値は被覆工の破
壊強さであり被覆工の真の付着強度ではない。すなわ
ち，破壊が生じた位置，破壊状況などを含めて，付着
強度の値を評価することが必要となる。つまり，被覆
工の付着強度の評価では破断箇所と破断状況の把握お
よび評価が必要不可欠となる３）。施工後の品質管理な
どで現場技術者が被覆工の付着強度試験の評価を難し
く感じるのは，この破壊状況を考慮した試験結果の判
定が必要になるという点にあると筆者は考える。
　本報では，被覆工の付着強度試験の意味と試験値の
評価方法について，破断状況と付着強度をセットにし
た評価を行うこことを着眼点とした考察を行う。

２．被覆工の付着強度の評価試験

　被覆工の付着強度試験方法は，試験対象や区分の違
いにより表−１に示す３種類に分かれる１）, ２）。表−１
では試験方法に１～３の番号を振り区別した。本報は，
施工管理を目的とした付着強度試験に関する考察を目
的とするが，表−１に示す３種類の試験は，基本的な
試験方法に大きな差はなく，試験による得られる結果
の物理的な意味は同一と考えられる。そこで，まずは，
これら付着試験方法について概説する。
２．１　試験対象・区分
　被覆工の付着強度試験の対象は表−１に示すように
表面被覆する前の旧コンクリート（下地）と表面被覆
後の被覆面に分かれる。下地を対象とする付着強度試
験は，高圧洗浄等の下地処理の効果確認を目的として
実施される。一方，被覆工を対象とする付着強度試験

表−２　付着強度試験方法の比較（JSCE-K 531，561）5）,6）
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者は考える。ただし，手持ちの機械を有効利用する場
合も機器の校正を行い，正しい使用方法に基づき試験
を行うことは言うまでもない。現場における付着強度
試験の留意点について次節で述べる。
２．３　付着強度試験における留意点
　現場における付着強度試験（試験２，３）の留意点
について以下に示す。
　① 単軸引張試験機の種類，型式を記録する。これは，

後々のデータを評価する際に必要となる。
　② 単軸引張試験機は少なくとも２～３年に１回は校

正した校正済みのものを使用する。試験機の種類
にこだわるより正確さにこだわりたい。

　③ 被覆後の付着強度試験では，コンクリートカッタ
を用いて，下地に２～３mm カッタが確実に貫入
するように切り込みを入れる８）。

　④ 鋼製治具を偏心に注意して，面と垂直方向に引っ
張る。偏心すると荷重が極端に低下する。特に側
壁を対象とした試験を行う場合は，機器のセット
が難しいため，偏心せずに載荷できたのか確認す
ることが重要である。

　⑤ 文献１）でも施工後の品質確保のデータシートに
は付着試験の位置・環境を示す図が添付されてい
るが，それに加えて右岸，左岸，水中，気中など
の試験位置に関するできるだけ詳しい記述がある
と後々のデータ分析に有用である。

　⑥ できるだけ，試験数 n を多く取る。試験方法，試
験条件に何らかの不安があるときは，試験数を増
すことで平均的な意味で精度の向上が図られる。
現場試験では，多くの場合後からデータを得よう
としてもデータ取得が難しいため，ある程度余裕
を持ってデータ数を確保することが有効なデータ
を得るために重要である。

２．４　付着強度に対する各機関の基準値
　被覆工の品質規格は，材料の付着性に関する基準値

（試験１）と施工時の付着性に関する品質管理基準値
（試験２）に分かれる（表−２）。農林水産省以外の各

（１）試験用基盤の違い
　K 561 ではコンクリート板，K 531 ではモルタル板
を試験用基盤として用いる。共に水セメント比 50% 以
下の比較的強度の高い基盤を使用する。つまり，材料
の付着性を確認する付着強度試験は，試験基盤は十分
な強度を有することを前提とした試験である。一方，
施工後の品質管理として行われる付着強度試験では，
高圧洗浄等で下地処理が行われているものの下地コン
クリートの表層部の強度が小さい可能性も考えられ
る。試験用基盤を用いた室内試験ではそのような下地
の強度低下は考慮されていないと考えられる。コンク
リート開水路の被覆材料の付着性の品質評価試験は K  
561 が適用されている理由としては，試験基盤が実際
の被覆工の下地と同材料のコンクリート板のためと筆
者は考えている（モルタル板に比較すれば，コンクリー
ト板の方が実際の供用環境に近い）。

（２）鋼製付着治具
　K 561 では円板状（内径φ 50mm 以上）の付着鋼製
治具を使用する。K 531 では 40 × 40mm 角の板状付
着鋼製治具を使用する。切り込みについては，K 561
ではコンクリート用コアドリルで円形の切り込みを入
れるが，K 531 ではコンクリートカッタを用いて井桁
状に切り込みを入れる。このように付着子の形状と切
り込み方法の違いが２つの試験方法の最も大きな差異
である。表面被覆工の施工時の付着性の品質管理試験
が K 531 に準拠しているのは，実務ではコンクリー
トカッタが入手し易いこととそれを用いた切り込みの
作成もコアドリルに比べると容易なためと筆者は考え
る。

（３）単軸引張試験装置
　表−２に示すように室内試験を基本とする K 561 お
よび K 531 では単軸引張試験装置として万能試験機
を用いる。一方，現場試験である施工後の付着強度試
験では，機材の入手しやすさ，取り扱いの容易さから
建研式引張試験機，建研式引張試験機に準拠する試験
機，日本建築仕上学会認定の油圧式簡易試験機など多
くの試験機が使用されているのが実情である３）。単軸
引張試験機の一例として，農研機構が保有する建研式
の改良型引張試験機を写真−１に示す。写真−１には
40mm 角の鋼製引張治具も示す。
　実務では，このようにいくつかの種類の単軸引張試
験機が使用されている。数種類の試験機を用いること
は，試験機間の仕様の違いによる精度のばらつきや系
統的誤差の混入の可能性があり，理想的には機器を１
種類に統一することが望ましい。しかし，実務では機
器の入手のし易さや取り扱いの容易さも品質管理業務
を行う上での重要な条件と筆者は考える。精度の高い
機械がなければ試験ができないという方針でなく，手
持ちの機器を有効利用するという方針が望ましいと筆

写真−１　単軸引張試験機（建研式改良型）
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付着試験方法についても，下地コンクリートの品質や
下地処理状態が，付着強度に大きく影響をすること，
そのため試験結果を評価するためには下地コンクリー
トの品質および下地処理状態を十分確認し，供試体の
破断状態なども考慮した判定が必要だと述べている。
　以上述べたように，各機関の規格値は理論的に明確
に示された値ではなく，施工実績等から判断された経
験的な値であると考えられる。また，入手した各機関
の材料の付着性の規格値（標準状態）は概ね 1.0 N/
mm2 以上であり，文献 10）の記述も含めて，被覆材
料の標準状態の付着性の規格値の下限としては 1.0 N/
mm2 と認識されていると思われる。前にも述べたよう
に開水路の被覆工の規格値（標準状態 1.5 N/mm2）は
他機関に比べるとやや厳しく設定されている。これは，
開水路に被覆工が導入されて日も浅いこと，乾湿繰返
しを受けるなど，土木・建築構造物と環境条件が大き
く異なることなどが考慮されたものと推測される。また，
現在，現場で使用されている断面修復材料の付着強度
試験データ（開水路の被覆工のデータが整理されてい
ないので代用した）を見ても，付着強度の範囲は1.6～3.4 
N/mm2 と農林水産省の規格値を十分クリアできる製品
の製造が可能であり 10），実務上の問題はない。今後は，
施工実績などから規格値の妥当性を検討することが望
ましい（規格値を低減することにより，被覆材料のコ
ストを大幅に低減できるなどのメリットがあれば良い
が，1.0 N/mm2 未満にするためにはなんらかの理論的
あるいは統計的な根拠が必要と筆者は考える）。
　この被覆材料の付着性に関する試験がどのような意
味を持つ試験であるかは，促進試験も含めて後ほど考
察する。

（２）施工後の付着性に関する品質規格値
　表面被覆工法および断面修復工法に関する他機関の
施工後の品質規格値に関する文献は少なく，現状では
情報が十分入手できていない。そこで，工法は異なる
が，被覆工と同じく建研式引張試験機を用いて単軸引
張試験により施工後の品質管理を行うタイル工事の品
質規格を例に施工時の品質規格値について考える。
　タイル工事の施工後の品質規格値を表−３に示す。
この品質規格はあと張りタイル工法を対象とする。あ
と張りタイル工法とは，張り付けモルタルを下地面に
塗り，さらにタイルの裏面全体にも張り付けモルタル
を貼りながら壁面に押しつけタイルを貼る工法であ
る。なお，タイル工法では付着強度を接着強度と呼ぶ
が，以下では付着強度で統一する。
　表−１の試験２と表−３を比較すると両規格値には
以下の違いがある。
　① タイル工法の付着強度の規格値（平均値）は 0.4 

N/mm2 と被覆工にそれに較べかなり小さい。
　② タイル工法では「接着境界」での破壊に着目し，

機関においても表面被覆工法および断面修復工法に関
する規格値が定められている。ここでは，各機関の基
準値について整理する。
　土木・建築分野では開水路のように摩耗した面に無
機系表面被覆工法を適用することは稀である。そのた
め，開水路の無機系表面被覆工法と土木・建築分野の
表面被覆工法と定義がやや異なる（土木・建築分野で
は，断面欠損があり被覆厚が５mm 以上と厚いものを
断面修復工法と分類し，開水路では豆板，鉄筋腐食な
どで部分的に大きく断面欠損した部分を断面修復工法
と定義しているようだ１）, ３）, ９）,10）。筆者は開水路の無
機系表面被覆工法は，土木・建築分野の表面被覆工法
と断面修復工法の中間に位置するが，どちらかといえ
ば土木・建築分野の断面修復工法の定義により近いと
考えている（開水路においても底版部では５mm 以上
の厚さの表面被覆を行うことは多い）。そこで，以下
の考察では，文献３），９），10）については断面修復
工法の部分を多く参考とした。

（１）材料の付着性に関する品質規格値
　表面被覆工法および断面修復工法に関する材料の
付着性に関する試験方法は機関によって異なるが，K 
531 に基づくものが多い７）。また，促進劣化条件につ
いては K 561 の環境負荷を採用する場合もある。促進
試験条件下も含めて，各機関の被覆材材料の付着性に
関する規格値は平均値で 1.0 N/mm2，1.5 N/mm2 のい
ずれかである場合が多い３）。農水省の開水路の被覆工
の規格値（標準状態 1.5 N/mm2）は他機関に比べると
やや厳しい側の値である。
　このような規格値がどのような根拠に基づき設定さ
れたかについて記述した文献はほとんど見当たらな
い。その中で，文献 9）では「断面修復材の付着強度
は，母材コンクリートと同等な性能を有していればよ
い」とし，付着強度の設定値として 1.0 N/mm2（付着
強度は JSCE-K  561（標準状態）に対するものである）
を設定する考えを示している。筆者は「「断面修復材
の付着強度は，母材コンクリートと同等な性能を有し
ていればよい」という考え方に同意する。ただし，あ
まりにも母材コンクリートが低強度でも問題はあるの
で，下限は存在すると考える。さらに言えば，表層に
求められる要求性能には強度も必要であるが耐久性

（稠密性）がより重要と考えている。
　文献９）では引き続き，この設定値として 1.0 N/
mm2 を与える根拠としては，「これまでの施工実績か
ら断面修復材の付着強度が1.0 N/mm2を超えていれば，
総じて修復材と下地コンクリートの一体性に不具合が
生じたことがないことから，最低限必要な付着強度と
考えて 1.0 N/mm2 を設定した」と述べている。また，
下水道などの厳しい環境におかれる場合は 1.5 N/mm2

以上が必要とされる場合もあると述べている。さらに，
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ことができるのであろうか？答えは，①分布を右に移
動（平均値を高める，図−１の実線の分布を右の点線
の分布に移動するイメージ）し平均値を高める，②分
布の幅を狭め，ばらつきを小さくする，ということに
なる。
　少し試算を行う。図−１の分布を仮定し，品質管理
として付着強度が 0.85 N/mm2 未満となる確率を５％
未満に管理することにする（規格には付着強度が 0.85 
N/mm2 未満となる試験値をどの程度まで制限するか
についての記述はないが，ここでは一般にいうところ
の 2σ管理（σは標準偏差），つまり 100 回の付着強度
試験を行うとき不合格を５回未満に抑えることを目指
す）。被覆工の施工後の付着強度試験値のばらつきが
どの程度かについては十分なデータがないが，筆者が
現場で行った底版（n=21）および側壁（n=48）の試
験結果からは変動係数に直すと 50% 程度であった。こ
こでは，付着強度の変動係数を小さい目に 30% と仮定
する。この場合の標準偏差は 0.3 × 1.0 N/mm2=0.3 N/
mm2 となる。詳細は省くが，個々の試験値が 0.85 N/
mm2 未満となる確率を５% 未満にするためには，図−
１の分布を目標下限値の 0.85 N/mm2 から右側に 2σ
移動すればよい（平均値を高める）。すなわち，品質
管理の規格値を満足するためには，付着強度の目標平
均値を 0.85 ＋ 0.3 × 2 ＝ 1.45 N/mm2 として施工管理
すればよいが，底版の被覆工でこの値をクリアするの
はなかか困難な現場もあるのではないか。一方，付着
強度のばらつきを小さくする施工管理を行っても規格
値をクリアするができる。付着強度の平均値が 1.0 N/
mm2 の場合は，付着強度試験値の標準偏差σを 0.075 

接着境界での破壊が卓越する場合（50% を超える）
は不合格と判定している。このような判定基準は
被覆工にはない。

　③ 被覆工の規格値では，試験平均値以外に各試験値
の下限を設定している。個別試験値の下限を設定
することは結果的に施工のばらつきの管理が必要
であることを意味する。

　①については，将来的に被覆工の施工後の規格値を
見直す際に有効な情報と考える。被覆工とタイル工で
は工法および環境が異なるが，タイル工での剥離によ
る第三者影響度は被覆工に較べるとはるかに大きい。
このような第三者影響度が大きなタイル工において0.4 
N/mm2 という品質規格値により施工管理が行われて
きたという実績は重要であり，被覆工の施工後の品質
規格値を低減できる可能性を示すと筆者は考える。前
項で述べたのと同じく，施工後の付着性の品質管理規
格値も現状ではその妥当性を理論的に示すことは困難
と考える。今後は，現場における施工管理の実績を踏
まえ，施工管理に用いるのに妥当な規格値に関する検
討が必要と考える。
　②については，タイル工法では破断面の位置を考慮
した規格値を定めている。このような破断面を考慮し
た規格値の設定が被覆工でも必要であろう。
　③については，個々の試験値に対する下限を規格値
に設定するのはばらつきの管理としては有効である
が，現状の規格値としてはかなりハードルが高いと感
じる。これについては説明が必要であろう。図−１は，
施工後の底版の付着強度試験値の平均がちょうど 1.0 
N/mm2 になると仮定した現場の付着強度試験値の分
布を表す。分布は正規分布を仮定している。図−１の
尖った分布は付着強度のばらつきが少ない現場，裾が
広く扁平な分布は逆に付着強度のばらつきが大きな現
場を表す。この図−１を用いて，表−１の試験２の底
版の規格値「３個の試験値の平均値が 1.0 N/mm2 以上，
かつ個々の試験値が 0.85 N/mm2 以上」の意味を考え
ると，この規格値の意味は図−１のグラフの斜線部（試
験値が 0.85 N/mm2 未満となり不適合となる割合）を
できるだけ小さくすることと同義となる（面積が小さ
くなると，0.85 N/mm2 未満の試験値が出現しにくく
なる）。ではどのようにしたらこの面積を小さくする

表−３　あと張りタイル工事の施工後の品質規格値11）

図−１　付着強度のばらつきと品質確保
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面破壊」あるいは「凝集破壊」，もう少し複雑に考え
れば両者の混合モードの破壊強度を意味することにな
り，付着強度の評価を行う際には破壊形態を考慮する
ことが必要であることがわかる。複数の材料から構成
される多層の被覆工の破壊形態はさらに複雑になる。
しかし，多層の場合も破壊の位置に着目すると評価を
単純化できる。要は，「界面で破壊するか」，「材料内
部で破壊するか」を着眼点にし，破壊する場所を考慮
した試験値の評価を行えば良いと考える。
３．２　材料の付着性に関する試験値の評価
　前項で述べた付着強度試験の結果を「界面破壊」と

「凝集破壊」とに区別し評価する考えを用いて，２．１
の（１）で説明した被覆材料の付着性に関する品質規
格試験（K 561）の意味と目的について考える。
　表−１に示すように K 561 に基づく試験では供試体
に乾湿繰返し，温冷繰返し等の環境負荷を与えた促進
劣化試験を行う。試験の概要を図−３に示す。２．２
の（２）で述べたようにこの試験で用いる試験基盤は
水セメント比 50% 以下のかなり強度の高いコンクリー
ト板である。試験の環境負荷としては乾湿（60℃気中
⇔ 60℃水中），温冷（20℃→− 20℃→ 50℃）等を作
用させる。しかし，繰返しサイクルは 10 回と少なく，
この程度の環境負荷では試験基盤が強度低下する可能
性は小さいと考えられる。つまり，この試験では試験
基盤が強度低下を起こす可能性は小さい。このことを
考慮すると，この試験は，①環境負荷が被覆材料の凝
集破壊に影響するのか，②環境負荷が界面破壊に影響
するのか，を確認するが目的と考えられる。すなわち，
温冷繰返し等の促進環境負荷を与え被覆材または界面

N/mm2（2σ＝ 0.15 N/mm2 から）未満に，変動係数
に直せば 7.5% 未満とするように施工管理すればよい
が，全国の生コン工場での圧縮強度の変動係数が 15%
程度であることを考えると，このような小さいばらつ
きの範囲に付着強度をコントロールするのは極めて困
難であろう。
　以上述べてきたように③に関して言えば，表−１の
試験２の規格値は現実にはかなり厳しめの基準値と思
われる。技術の進歩に従って，これらの基準値も見直
しが必要と考えるが，その際のポイントは以下の通り
である。
　① 施工後の付着強度の「平均値」および「ばらつき」

が被覆工の耐久性にどのように影響するのかを施
工実績等から分析・評価する。このような評価を
行うことにより，施工実績に基づく耐久性の観点
から見たより妥当な品質管理値（「平均値」と「ば
らつき」）を定めることができる。

　② 被覆工の施工実績を分析することにより，全国の
被覆工での平均付着強度，付着強度のばらつきを
求めることができる。このような評価を行うこと
により，現状での被覆工の施工レベルに基づくよ
り妥当な品質管理値の検討が可能となる。

３．付着強度試験に関する考察

　２章では，現状の被覆工の付着強度試験方法および
規格値について考察した。３章では，付着強度試験結
果をどのように評価すればよいか考える。
３．１　付着強さを決めるもの
　　　　−界面破壊と凝集破壊− 12）

　図−２に被覆工を下地コンクリートと被覆材に分け
た２層モデルを示す。この２層モデルを仮想的に上下
に単軸引張した場合の破壊形態を考える。破壊が生じ
る位置は，①２つの材料の境界面，②２つの材料の内
部，となる。今回は，簡単のために下地コンクリート
は高強度であり破壊しないと仮定する。その場合，図
−２に示すモデルの破壊箇所は，①材料の境界面，②
被覆工の内部，となる。これからは，界面で生じる破
壊を「界面破壊」，材料内部で生じる破壊を「凝集破
壊」と呼ぶことにする。単軸引張試験から求まる付着
強度はこの「界面破壊の強度」と「凝集破壊の強度」
の大小関係により決まると考えられる。つまり，界面
の強度が凝集破壊の強度より大きい場合は，付着強度
は界面破壊の強さの指標となる。逆の場合には付着強
度は材料の凝集破壊の強さの指標となる。このように，
破壊箇所の違いにより試験値の物理的な意味が異なっ
ている。このことが，本報の冒頭で述べた「被覆工の
付着強度試験値が被覆工の真の付着強度を意味しな
い」の内容である。単純な２層モデルで考えた場合で
も，単軸引張試験から求まる付着強度は，被覆工の「界

図−２　被覆工の破壊と破壊発生箇所の関係

図−３　被覆材料の付着性に関する試験（K 561）
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による被覆材料の低下の要因を検討することが望
ましい

３．３　施工後の付着性に関する試験値の評価
　施工後の被覆工の付着性に関する現場試験（表−１
の試験２，３）に対する破断状況を考慮した評価方法
について考察する。
　施工後の付着強度試験では図−４に示すような４箇
所で破壊が生じるとモデル化する。参考のため，図−
４にはそれぞれの破壊状態に対応する破断面の一例を
画像にて示した。図−４に示すように，破壊箇所とし
ては，界面破壊（①治具界面，③被覆材−下地界面）
が生じる箇所と凝集破壊（②被覆材，④下地）が生じ
る箇所に分かれる。前項の考察と異なるのは，現場で
は下地コンクリートの強度が被覆材の強度および他の
界面強度より小さくなる場合も想定される点にある。

（１）被覆工を対象とした付着強度試験
　施工後の被覆工の付着強度試験を対象とした破断状
況とその評価の一例を表−４に示す。表−４の中で注
意が必要なのは，「④下地の凝集破壊」の中で試験値
が品質管理値未満となる場合である。この場合の試験
値は下地の破壊強度を表すと考えられる。つまり，被
覆材および被覆材と下地の界面の破壊強度が十分得ら
れているのにもかかわらず下地の強度が小さいため試
験値が規格値を下回る可能性がある。下地に起因する
このような破壊状況は，文献９）に示された「断面修
復材の付着強度は，下地コンクリートと同等な性能を
有していればよい」という条件には合致するが，この
条件のみで補修の効果が期待される期間中で被覆工の
要求性能が満足されるかについては現状では不明であ
る。下地の強度不足が原因と推測されるこのような破
壊状況に対して，将来的な被覆工の一体性の評価をど
のように行うかについては今後検討が必要な課題と考
える。筆者の考えとしては，付着試験において下地コ
ンクリートの凝集破壊が卓越する（②被覆材の凝集破

の強度低下を確認する試験といえる。
　上に述べた考察を基に，材料の付着性に関する品質
確認試験値の破断状況を考慮した評価の仕方につい
て，破断状況を以下に示す３パターンに分け考察する。
　① 基盤破壊（付着強度試験値は品質規格値を超え

る）：試験基盤に発生した引張応力が基盤の引張
強度を超えたために基盤破壊したと考えられる。
試験値が品質規格値ぎりぎりの場合は，試験基盤
の品質自体に問題がないか確認する。試験値が品
質規格値を大きく超える場合は，被覆材の強度お
よび界面の強度は試験値以上とであるという評価
になる。ただし，試験値が十分大きい場合でも，
環境負荷後に供試体の破壊モードが特徴的に変化
した場合（例えば試験値は規格値を十分超えるが，
標準状態供試体では基盤破壊が卓越したのにかか
わらず乾燥収縮後の供試体で界面破壊が卓越する
場合）には，その要因について検討を行うことが
望ましい。

　② 界面破壊：試験値が品質規格値を超えた場合は界
面の破壊強度は品質規格値以上と評価できる。

　　 ただし，環境負荷後の供試体に界面破壊が卓越す
るあるいは標準状態供試体に比較して試験値が低
下するなどの場合は，環境負荷により界面の強度
が低下した可能性が考えられる。この場合は，試
験値が品質規格値を超えたとしても，環境作用に
よる界面強度の低下の要因を検討することが望ま
しい。

　③ 凝集破壊：試験値が品質規格値を超えた場合は被
覆材料の破壊強度は品質規格値以上と評価でき
る。ただし，環境負荷後の破壊モードとして凝集
破壊が卓越し，標準状態試験の試験値が低下する
場合は，環境負荷により被覆材料の強度が低下し
た可能性も考えられる。界面破壊の場合と同様に，
試験値が品質規格値を超えたとしても，環境作用

図−４　施工後の付着強度試験における破断位置と破断状況の一例
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表−４　施工後の付着強度試験における破断状況と評価の一例（被覆工）

表−５　施工後の付着強度試験における破断状況と評価の一例（下地）
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の平均値やばらつきとしてどの程度の値が得られかを
明らかにしていくことが重要と考える。全国的な被覆
工に関する施工後の付着強度に関する平均値等が明ら
かになれば，今後の被覆工の現場では全国平均値と現
場での試験値を比較することにより，対象とする現場
環境・状況の難易を評価することができる。現場の難
易度が明らかになれば，難易に合わせた適切な対策を
立案することができると考える。全国で施工されてい
る被覆工の様々な施工管理データをうまく活用し，よ
り低コストで長寿命な補修工法に関する研究・技術開
発が進むことを期待する。
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壊や被覆材と下地との界面破壊が起こる確率が低い）
場合は，下地コンクリートの破壊強度に下限値を設け，
品質規格値とするのが一つのアイデアと思う。この場
合，下地コンクリートに求める強度の限界値を設定す
る必要があるが，現状の規格値よりは小さくかつタイ
ル工法の付着性の規格値である 0.4 N/mm2 以上の範
囲で施工実績を勘案し検討する方向がまずは考えられ
る。

（２）下地を対象とした付着強度試験
　施工時における下地の付着強度試験を対象とした断
状況とその評価の一例を表−５に示す。下地コンク
リートの付着強度試験は下地処理後に行われるのが一
般的であるが，下地コンクリートの状態によっては，
①治具界面での破壊が発生しやすい。特に次のような
場合は，下地処理を含めて検討が必要となる。
　① 下地コンクリートの表層に脆弱部が存在する場合

（薄皮状に膜が生じる場合は目視でも判別できる
が，摩耗劣化等により自然に表層が脆弱化してい
るときは判別がつきにくくかつ脆弱層の深さを求
めることが難しい）

　②摩耗による下地コンクリートの凹凸が大きな場合
　③下地コンクリートの骨材粒径が大きな場合
　④ 底版等の下地コンクリートの水分量が多く接着剤

の硬化不良を生じる場合。
　⑤ 冬期施工などにより，気温が低く接着剤の効果不

良を生じる場合。

４．おわりに

　本報では，被覆工の付着強度試験の意味と試験値の
評価方法について，試験時の破断状況を考察した評価
を行うことで，試験結果の評価を行う方法について考
察した。すなわち，被覆工の付着試験結果での破断状
況を「材料内の凝集破壊」と「材料間の界面破壊」に
分けて評価することで試験値の物理的な意味を明確に
捉えることができると考える。ただし，今回の考察は
基本的な破壊状況の整理に留まったものである。実際
の現場の付着試験では，「凝集破壊」と「界面破壊」
が同時に発生するいわゆる混合モードによる破壊状況
が多々生じる。このような混合モードの試験結果をど
のように評価するかについては，今後の検討課題であ
る。また，今回の報告では，実際の現場試験結果を示
すことができなかったが，これらのデータについても
機会があれば報告したい。
　本文でも一部触れたが，施工後の付着性の品質管理
試験結果はばらつきも多く評価も難しい。また，規格
値自体やや厳しめな値が設定されている面もあると考
える。これらの試験方法および規格値をより妥当なも
のにしていくためには，全国での施工試験の結果等を
整理・分析し，現状の技術水準での被覆工の付着強度
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１．会員の募集
　 　水と土の発行は皆様の年会費によってまかなわれています。今後とも事業地区の技術情報の交流を図るために

は会員の確保が重要となっています。会員の皆様には職場の同僚の方々に農業土木技術研究会の成り立ちや「水
と土」をPRしていただき，会員の勧誘をお願いいたします。平成28年度の年会費は2,300円です。なお，別紙の
PR版を作成しましたので会員の勧誘に活用いただければ幸いです。

２．報文投稿の募集
　 　「水と土」は会員の皆様からの報文投稿によって支えられています。報文は以下のように様々なテーマが考えら

れますので，これを参考に皆様が担当されている事業地区の状況を報文にまとめて投稿いただくようお願いいた
します。併せて巻末の投稿規定も参照して下さい。

会 告

① 　事業地区の段階は，企画，調査，計画，設計，施工，管理に分けられるので，構造物の施工の有無に関わらず，
コスト縮減，創意工夫，新技術導入，環境配慮などの視点から取りまとめた報文

② 　ダム，トンネル，橋梁，揚排水機場等の大規模工事や長期にわたる債務負担行為工事等について，調査，計画，
設計，施工の各段階での検討や実績を取りまとめた報文

③ 　農村工学研究所や県試験場などへの依頼研究の成果について取りまとめた報文（研究依頼先との連名による）
④ 　土地改良技術事務所，調査管理事務所が対応している技術検討や現場支援業務について取りまとめた報文
（当該機関との連名による）

⑤ 　海外派遣から帰任した職員の派遣先でのプロジェクト等について技術的見地から取りまとめた報文
⑥ 　建設会社，コンサルタント等の会員について，普及性のある事例や技術検討について取りまとめた報文
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１．原稿には次の事項を記した「投稿票」を添えて下記に送付して下さい。
　　　　　〒105−0004　東京都港区新橋5−34−4　農業土木会館内，農業土木技術研究会
２．「投稿票」
　　　　　　①　表　　題
　　　　　　②　本文枚数，図枚数，表枚数，写真枚数
　　　　　　③　氏名（フリガナおよびローマ字表記），勤務先と勤務先の電話番号，職名
　　　　　　④　連絡先（TEL），（E-mail）
　　　　　　⑤　別刷希望数
　　　　　　⑥　内容紹介（200字以内）
　　　　　　⑦　対象施設（ 報文の対象となっている主な施設を記入：ダム，トンネル，橋梁，用排水機場，開水

路，管水路 等）
　　　　　　⑧　キーワード（ 報文の内容を表すキーワードを記入：維持管理，コスト縮減，施工管理，環境配

慮，機能診断 等）
３ ．１回の原稿の長さは原則として写真・図・表を含め18,000字程度（ワープロで作成の場合，A4版8枚程度）と

して下さい。なお，写真・図・表はヨコ8.5cm×タテ6cm大を288字分として計算して下さい。
４ ．原稿はワープロで作成し，漢字は当用漢字，仮名づかいは現代仮名づかいを使用，術語は学会編，農業土木標

準用語辞典に準じて下さい。数字はアラビア数字（3単位ごとにカンマ（ , ）を入れる）を使用して下さい。
５ ．ワープロで作成した原稿データについては，プリントアウトした原稿（写真・図・表入り）とともにCDデータ

等にて提出して下さい。
　 　写真・図・表の画像データは，原稿データとは別に添付して下さい。なお，図・表については白黒印刷におい

ても判読できるように極力配慮して下さい。
　※データと違いがないかをプリントアウトした原稿で必ず確認して下さい。
６ ．写真・図・表は本文中の挿入個所を明確に指定して下さい。
７ ．原図の大きさは特に制限はないが，B4版ぐらいまでが好ましい。原図はトレーサーが判断に迷わないよう，は

っきりしていて，まぎらわしいところは注記をして下さい。
８ ．文字は明確に書き，特に数式や記号などのうち，大文字と小文字，ローマ字とギリシャ文字，下ツキ，上ツ

キ，などで区別のまぎらわしいものは鉛筆で注記して下さい。
　たとえば，

　など
９ ．分数式は2行ないし3行にとり余裕をもたせて書いて下さい。
10 ．数表とそれをグラフにしたものとの並載せはさけ，どちらかにして下さい。
11 ．本文中に引用した文献は原典をそのまま揚げる場合は引用文に『　　　』を付し引用文献を本文中に記載して

下さい。孫引きの場合は，番号を付し，末尾に原著者名：原著論文表題，雑誌名，巻；頁～頁．年号，又は“引
用者氏名，年・号より引用”と明示して下さい。

12 ．投稿の採否，掲載順は編集委員会に一任して下さい。
13 ．掲載の分は原稿料が支払われます。
14 ．別刷は，有料になります。
15 ．CPDの登録が可能です。１ページ10CPD，上限40CPDとなります。申請（本人）に当たっては，証拠書類（論

文，掲載号の表紙，目次）が必要となります。
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１．発足40周年を迎えた「農業土木技術研究会」
　 　本研究会は，全国の農業土木技術者の自主的な研究会です。その歴史は，昭和28年の「コンクリートダ

ム研究会」にまでさかのぼり，事業の展開方向に即して変遷してきました。現在の「農業土木技術研究
会」としても，平成21年度には発足40周年を迎えた歴史ある研究会です。

２．技術力向上に資する「農業土木技術研究会」
　 　本研究会は，時代のニーズを反映した事業の円滑な推進に必要な技術力の向上のため，農業農村整備事

業の計画・設計・施工事例や技術的検討内容などの現場技術情報の発信と交流を一貫して展開していま
す。

　 　研究会では，現場の技術報文を中心とした会誌「水と土」を年間3回発行し会員の皆様にお届けしてい
ます。また，時代に即した技術的な情報を提供する研修会も開催しています。

３．会員が支える「農業土木技術研究会」
　　本研究会の活動は，皆様の年会費によってまかなわれています。
　 　21世紀を迎え農業・農村の位置付けがますます重要になっている今日，本研究会に入会いただき，その

振興の基礎となる「農業土木技術」に根ざした研究会の活動を支えて頂ければ幸いです。会費は2,300円
です（会費は51年度より据置）。

　　入会の手続きは，研究会へ直接又は各職場の連絡員に会費を添えて申し込んで下さい。
　　申し込み様式は以下を参考にして下さい。

入会申し込み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日
　私は農業土木技術研究会に入会します。
　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　
　　職場・所属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　職場住所（会誌送付先）：〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　電話番号：　　　　　　　　　　　　　

き
り
と
り

〈農業土木技術研究会の変遷〉
　　昭和 28 年　「コンクリートダム研究会」の発足：会誌「コンクリートダム」の発刊
　　昭和 31 年　フィルダムを含めて「ダム研究会」に拡大：会誌「土とコンクリート」に変更
　　昭和 36 年　「水路研究会」の発足：会誌「水路」の発刊
　　昭和 45 年　両研究会の合併
　　　　　　　　「農業土木技術研究会」の発足：会誌「水と土」の発刊

問い合わせ先：農業土木技術研究会
 〒105−0004　東京都港区新橋5−34−4
 農業土木会館内 TEL　03（3436）1960
  FAX　03（3578）7176
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FAX 宛先：農業土木技術研究会　03 − 3578 − 7176
★「水と土」をより充実したものとするため，下記様式であなたのご意見をお寄せ頂ければ幸いです。

１．本号（178 号）で興味をもたれた報文について記載下さい
　⑴　報文タイトル：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　⑵　興味を持たれた具体的内容
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．本号の編集についてご意見をお聞かせ下さい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．とりあげて欲しいテーマなど本誌に対するご意見やご要望をお書き下さい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「水と土」通信

　なお，我々農業土木技術研究会会員の皆様が携われて
きた農業用ダムでも“ダムカレー”を作成しているところもあ
るようです。
　“ダムカレー”の多くは，ダム造成地の近くの食堂等で用
意されているようですので，実物のダムを見学に行きながら，

“〇〇ダムカレー”を食べに足を運んでみてはいかがでしょ
うか。
　最後に，この編集後記が掲載されているページの上半
分は，「水と土」通信となっております。本号で興味を持た
れた報文，本号の編集についてのご意見，とりあげて欲し
いテーマなど，本誌に対するご意見やご要望をお送り頂け
ますと，今後の編集方針の参考となります。読者の方々の
ご興味に添える会誌にするため，ご意見等を反映させたい
と考えております。
　今後の本会の発展，会誌「水と土」の活性化のために
も，こちらにもご意見・ご感想をお送りいただき，ご協力頂き
ますようお願いいたします。
 （農村振興局整備部設計課　吉野英和）

　「ダムカレーをご存じですか」
　みなさんは“ダムカレー”なるものをご存じですか。
　“ダムカレー”とは，その名の通りダムをモチーフにしたカ
レーです。
　ごはんは堰堤，カレールーは貯水池を表現しています。
　日本ダムカレー協会によると2009 年頃から全国的に増え
始めたそうです。
　もちろん土木技術者ではなく，料理人（食堂のおばちゃ
ん？）によって築堤（調理）されるものですが，驚く事なか
れなかなか精度の高い造形美をなしています。
　アーチダム・フィルダム・重力式コンクリートダム・・・・。
中には福神漬け等を駆使して，放水路などを表現している
ものもあります。
とは言いつつも，ダムに詳しい K 係長曰く，「これは〇〇ダム
としては不適切。再現できていない‼」と厳しいコメントも。
　いずれにしても，なかなか馴染みのないダムがこのような
形で親しまれることは良いと思いますし，「ダムカード」との
連携でもっと親しまれるようになればと思います。

編 集 後 記

　　水 と 土 　　　　第178号
発　行　所　〒105−0004  東京都港区新橋5−34−4 農 業 土 木 技 術 研 究 会
　　　　　　　　　　　　　　　　　農業土木会館内 　TEL　03（3436）1960　振替口座　00180−5−2891
印　刷　所　〒161−8558  東京都新宿区下落合2−6−22 一 世 印 刷 株 式 会 社
 　TEL　03（3952）5651



宮　本　洋　一会　　長

齊　藤　政　満専務理事



農業土木技術研究会
⑤復旧状況１（水路の復旧）

③調査状況１（電気探査による亀裂深調査）

①被災状況１（農道） ②被災状況２（農地）

⑥復旧状況２（農道の復旧）

④調査状況２（ため池堤体法面の被災状況調査）
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